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本書は、平成２７年度の北広島市の環境の状況と施策の概要を取りまとめたものです。 

また、北広島市環境基本条例第９条に基づく報告書として位置づけられています。 
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第１章 北広島市のあらまし 

１ 市勢の概要 

 

（１）位置及び地勢 

北広島市は、石狩平野の南部に位置し、東

西に 15 km、南北に 14.8 km、総面積 119.05km2

で北西側は札幌市、北は江別市、東は千歳川を

はさんで長沼町と南幌町、南は島松川を境界と

して恵庭市に接しています（図 1－1）。 

地形は、南西部にある島松山（標高 506ｍ）

を最高に、北東方面に標高 100ｍ前後の波状台

地が広がっています。市内を流れる島松川や輪

厚川などの河川は、その大半が千歳川を経て石

狩川に合流し、日本海へと注いでいます。 

地質は、大部分が洪積層からなっており、南

西部の丘陵地帯では畑作や酪農、北東部の低地

では水田を中心に活用されています。 

山林は、島松川、仁井別川沿い及び野幌森林

公園から中央部に広がる南西部の国有林、ゴル

フ場等に見られる民有林が主なもので、これら

多くの森林がさまざまな生物を育んでいます。 

 

（２）交通 

北広島市は、ＪＲ千歳線のほか市の西部を

道央自動車道と国道 36 号、北部を国道 274 号

が走り、また東部を主要道道の江別恵庭線（道

道 46 号）が通っていて、札幌圏と北海道中部

及び東部を結ぶ交通の要所となっています。 

そのほかに、市の東部地区と西部地区（大曲

方面）を結ぶ道道栗山北広島線（道道 1080 号）

は、市民の主要な生活道路となっています（図

1－2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－1 北広島市の位置 

図 1－2 ５つの地区と幹線道路等の状況 
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（３）気象 

気候は、亜寒帯湿潤気候の裏日本型（日本

海側）に属しており、西部から北東方向にのび

る波状台地を境に、局地的な気候変化がみられ

ることもあります。 

冬は、北西の季節風が卓越して雪が降りやす

く、夏は太平洋高気圧の影響で南東の風が吹き、

日中晴れる日が多くなりますが、太平洋沿岸か

ら侵入してくる海霧の影響を受けて朝晩に曇

ることもあります。 

また、オホーツク海高気圧が優勢な年は、冷

涼な北東気流の吹き出しで気温があまり上が

らず、冷夏となることがあります。 

 平成 27 年の年平均気温は 7.9℃、最高気温

は 31.5℃（8 月）、最低気温は－18.3℃(2 月)

であり、年間降水量は 1131.5mm、最深積雪は

73cm(1 月)となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 人口・産業 

 

（１）人口 

住民基本台帳によると、北広島市の人口は、

道営北広島団地の開発が始まった昭和 45

（1970）年以降増加しており、その後も宅地供

給が進むにつれて漸次増加し、平成 4（1992）

年 7 月には 5 万人、平成 16（2004）年 7 月に

は 6 万人を突破しましたが、平成 27 年におい

ては、59,140 人、26,913 世帯となっています

（図 1－4）。 
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図 1－3 平成 27年の平均気温と降水量 
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（２）産業 

北広島市は、札幌市を中心とした経済地域に

あり、平成 22 年の就業者数割合を見ると、卸

売･小売業･サービス業に代表される第 3 次産

業が 79.7％（20,177 人）と最も多く、次いで

第 2次産業の 18.0％（4,547 人）、第 1 次産業

の 2.4％（602 人）となっています（図 1－5）。 

農業については、農家戸数や農業人口が減少

傾向にあり、農業者の高齢化など農業を取り巻

く情勢は益々厳しくなっていますが、観光農園

への転換等も進められています。 

工業については、札幌市への利便性等の立地

環境を生かした工業団地の造成などにより、新

規企業が進出してきています。 
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図 1－4 人口・世帯数の推移 

資料：政策調整課「国勢調査」   ※分類不可能を除く 
 

4.4% 3.1% 2.7% 2.8% 2.4% 

23.4% 24.0% 21.6% 20.0% 18.0% 

72.2% 72.9% 75.7% 77.2% 79.7% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 

第３次産業 

第２次産業 

第１次産業 

図 1－5 産業別人口の推移 



4 

第２章 環境行政の推進 

１ 推進体制 

 

（１）行政組織体制 

 

図 2－1 北広島市行政組織体制図（平成 28年 4月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）環境審議会 

北広島市環境基本条例第28条第1項の規定

に基づき北広島市環境審議会が設置され、市長

の諮問に応じ、環境の保全及び創造に関する基

本的事項等を調査・審議しています。 

審議会委員は学識経験者、事業者代表、市民

（公募）で構成され、任期は 2年間となってい

ます。 

 

表 2－1 北広島市環境審議会委員名簿（順不同） 

氏  名 所 属 等 

上田 純治 酪農学園大学名誉教授 

藤永 克昭 道都大学教授 

齊藤 富明 北広島商工会 

宮北 栄智子 道央農業協同組合 

大橋 弘昌 北広島市工業振興会 

宇田川 栄 市民公募 

森下 徹 市民公募 

橋本 敬子 市民公募 

藤野 伸之 市民公募 

※ 上記委員の任期は、平成 27 年 4 月 27 日～平成 29 年 4月 26 日 

 

 

 

 

 

市民環境部 環境課 

環境保全担当 

衛生・霊園担当 

廃棄物計画担当 

廃棄物管理担当 
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２ 環境基本条例・環境基本計画 

 

（１）計画策定の趣旨等 

環境基本法が平成 5（1993）年 11 月に制定

され、国の環境の保全に対する総合的な枠組み

が示されました。地方公共団体に対しても、環

境の保全に関し、国の施策に準じた施策や地方

公共団体の区域の自然的条件に応じた施策を

策定する責務が課せられました。 

北広島市においては、地域における環境問題

を適切に把握し、市民一人ひとりの行動が環境

への負荷を少ないものへと変えていくことで、

よりよい環境を育て、次代を担う子供たちに引

継いでいくため、環境の保全や創造についての

基本理念や市民及び事業者などの役割を定め

た北広島市環境基本条例を平成 12（2000）年 3

月に制定し、平成 13（2001）年 3 月には、各

種環境に関する施策を総合的、計画的に推進す

ることを目的とした北広島市環境基本計画を

策定しました。 

この基本計画では、環境への負荷の少ない持

続可能な社会の実現に向けた道すじを示す長

期的な目標を掲げるとともに、その達成のため

10 か年間になすべき具体的な施策を明らかに

して、市民・事業者・市のそれぞれが環境の保

全及び創造に向けた自主的、積極的な取組を推

進しました。 

これに続き、平成 23（2011）年 3 月には、

第 2次北広島市環境基本計画を策定し、前計画

の 10 年間の施策を踏まえながら、環境基本条

例の理念の実現に向け、新たな環境施策を推進

しています。

 

図 2－2 計画の協働推進 
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（２）平成 27 年度 環境基本計画に基づき実施された環境施策の状況 

 

分野ごとに目標を設定し、次のような事業を主に実施しています。 

 

 

健やかに暮らせる、公害のないまち 

 

■■■■■ ①大気汚染の防止 ■■■■■ 

 

○低公害車の導入 

平成 27 年度に新たに入替及び増車した 6 台

の公用車のうち 2台については、低公害車とし

ました。 

 

○公用自転車の導入 

公用自転車 4台を整備し、資源の有効活用と

温暖化ガスの排出削減を図るため、平成 21 年

度から新たに導入し、平成 27 年度も継続して

実施しました。 

・ 平成 27年度使用期間 4/20～11/20 

・ 利用件数 85 件 

・ 利用距離 624.0km 

 

 

○市職員のノーマイカーデーの試行 

自動車通勤している職員を対象に、毎月第３

週目のうち１日以上をノーマイカーデーとす

るよう呼びかけしています。 

平成 27 年度における取組実施率は、全体で

74.0％でした。 

 

○交通量低減・交通渋滞緩和のための整備 

市内各地区の歩道整備及び道路改良等を行

いました。 

・歩道整備：中央通線 423ｍ 

・道路整備：生活道路の改良 616ｍ 

・車道 386ｋｍ、歩道 117ｋｍを除雪 

・排雪の助成：費用の 1/2 を補助→48 団体、

97.6ｋｍを排雪 

 

○野外焼却の監視パトロール 

監視パトロールにより野外焼却に関する指

導などに取り組んでいます。 

 

○大気汚染物質分析測定 

いおう酸化物（ＳＯｘ）、窒素酸化物（ＮＯ

ｘ）の測定、分析を行っており、良好な大気の

状況を確認しています。 

 

 

 

 

 

公用自転車 

市役所庁舎からおおむね２キロ以内の目的地に向かう

公務に利用しています。 



7 

■■■■■ ②水質汚濁の防止 ■■■■■ 

 

○河川水質分析測定 

千歳川水系、野津幌川水系の 24 地点で水質

分析を行い、概ね問題がないことを確認してい

ます。 

○千歳川水系水質保全連絡会議 

定例連絡会議を開催し、水質保全に関する情

報交換を行っています。4 市 2 町(江別市、千

歳市、恵庭市、北広島市、南幌町、長沼町)に

よる千歳川水系 20 地点の水質測定を年 6 回行

っています。 

 

○下水道の整備 

北広島市の下水道の普及率は 96.7％と高い

水準にあります。 

平成 27 年度には下水道管を 319ｍ延長しま

した。 

 

○農薬水質検査 

市内８ゴルフ場の排出水について、ゴルフ場

に散布された農薬成分を対象に分析測定し、問

題ないことを確認しています。 

 

■■■■■ ③悪臭の防止 ■■■■■ 

 

○悪臭発生源となっている事業所への指導 

市内の悪臭発生源となっている事業所につ

いて、監視と立ち入り、定期的な状況報告の

提出依頼などを行っています。 

○悪臭物質濃度測定 

悪臭発生源となっている事業所の敷地境界

付近で悪臭物質などの測定を実施し、結果を

基に事業所に指導等を行っています。 

 

■■■■■ ④騒音・振動等の防止 ■■■■■ 

 

○市職員のノーマイカーデーの試行（再掲） 

 

○自動車交通騒音等測定 

主要幹線道路における自動車騒音について、

栗山北広島線（道道 1080 号：3地点）、仁別大

曲線(道道 790 号)、国道 36 号（1 地点）での

騒音測定等を実施し、環境基準達成状況の評価

を行っています。 

 

 

○自衛隊演習による騒音調査 

射爆撃訓練の騒音を調査し、実態の把握に努

めています。 

 

○自衛隊演習に関する要請 

自衛隊に対して、演習の際には騒音や苦情等

の状況を考慮し、騒音・振動の低減のための措

置をとるよう要請しています。 

また、苦情等については、その都度申し入れ

しています。 

水質検査 

農薬の 



8 

■■■■■ ⑤有害化学物質による汚染の防止 ■■■■■ 

 

○ゴルフ場への要請 

毎年、市内のゴルフ場管理担当者会議を開催

して、農薬の安全使用、使用量の削減等につい

て要請しています。 

 

○クリーン農業の推進 

道央クリーン農業推進協議会において、有機

肥料の使用と減農薬の取組について、北海道か

ら認定を受ける「エコファーマー」などの取得

を推進しています。 

 

○環境保全型農業の推進 

化学肥料・農薬の５割以上の低減をしながら

主作物収穫後に緑肥作付をする取組や化学肥

料・農薬を使用せず有機肥料等を使用する取組

等により、地球温暖化防止や生物多様性保全に

効果の高い営農活動を行うことを推進してい

ます。 

 

○ダイオキシン類定点測定 

大曲地区で夏と冬の 2回、北海道による大気

中のダイオキシン濃度測定を実施し、基準値以

下であることを確認しています。 

 

○空間放射線量率測定 

平成 25 年 10 月から、市内 3地点で月 1回の

測定を開始しました。測定結果は、福島第１原

子力発電所事故前の札幌市内における測定値

の範囲内にあり、かつ国が定めた追加被ばく線

量と比較しても低くなっていることを確認し

ています。

 

ものや資源を大切に使う、ごみの少ないまち 

 

■■■■■ ①ごみの減量とリサイクルの推進 ■■■■■ 

 

○生ごみ堆肥化容器の購入助成 

ごみの減量化推進のため、生ごみ堆肥化容器

（コンポスター）の購入助成を行っています。

（助成数：82個） 

 

○電動生ごみ処理機の購入助成 

ごみの減量化推進のため、電動生ごみ処理機

の購入助成を行っています。（助成数：9台） 

 

○集団資源回収 

自治会、子ども会などに助成金を交付し、資

源ごみの分別を促進しました。（127 団体登

録：新聞紙 1,822 トン、雑誌 298 トン、段ボー

ル 505 トン、紙パック 29 トン、雑紙 3トン、

びん 13 トン、アルミ缶 30 トン、スチール缶 6

トン、くず鉄 20 トン、布 14 トン、その他 11

トン） 

 

○廃食用油の回収 

 市内 4 箇所で家庭から排出される廃食用油

を回収しています。（2,140ℓ） 

 

○古着・古布の回収 

 市内 10 箇所で家庭から提供される古着・古

布を回収しています。（15,019 ㎏） 

 

○小型家電の回収 

 市内 7 箇所で家庭から提供される小型家電

を回収しています。（9,603 ㎏） 
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○粗大ごみの再利用（リユース） 

 家庭から提供される粗大ごみを回収、修理を

し、広葉交流センター（いこ～よ）に展示し、

定期的に抽選販売しています。（154 台） 

 

○分別方法パンフレットの発行 

分別方法に関するパンフレット(クリーンタ

ウンきたひろしま)を配布しています。 

問い合わせの多い内容については更新時に

拡充しています。 

 

○資源ごみの分別 

資源ごみの分別を徹底し、ごみの減量化、資

源化に取り組んでいます。 

・紙製容器包装：173 トン、プラスチック製容

器包装：552 トン、びん：170 トン、スチール

缶：51 トン、アルミ缶：76 トン、ペットボト

ル：191 トン、紙パック：10 トン、段ボール：

250 トン、新聞紙：65 トン、雑誌：61トン 

 

○出前講座などの実施 

市民団体と協働し、生ごみの減量化・堆肥化

の普及をはじめ資源の有効利用を図るための

学習会を開催してごみの減量啓発を図りまし

た。 

コンポストを使った講習会 5/20・28（計

41 名）、段ボールによる堆肥化講習会 11/25

（計 7 名）、環境教育講習会 11/8（280 名）、

庭先講習のべ 39 回（計 115 名） 

 

○再利用（リユース）の推進 

市内の団体などのフリーマーケットの開催

への協力を行いました。 

 

○最終処分場やリサイクルセンターの見学 

受け入れ 

見学を希望する団体などの見学の受け入れ

を随時行っています。 

 

○クリーン農業の推進 

エコファーマーの取得を推進する中で、堆肥

などの有機質資材の施用として、水田農家の稲

わらのすきこみや畑への牛糞堆肥の施用など

の取り組みを推進しています。 

 

■■■■■ ②ごみの適正処理 ■■■■■ 

 

○不法投棄の監視パトロール 

不法投棄対策のため、パトロール員が不法投

棄の監視や対応を行っています。 

 

○野外焼却の監視パトロール（再掲）

 

 

 

 

 

 

  

不法投棄現場 

歩行者等の通行の妨げだけでなく、景観や生活環境も

悪化させます。 
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人とみどりと多様な生物が共存するまち 

 

■■■■■ ①動植物の生息・生育環境の保全 ■■■■■ 

 

○アライグマ等捕獲事業 

特定外来生物であるアライグマ、アメリカミ

ンクの防除を箱わなにより実施しています。

（アライグマ捕獲頭数 北海道 46 頭、市 81

頭、計 127 頭） 

 

○エゾシカ被害防止対策 

急激に個体数が増加したエゾシカの適正管

理及び農作物被害に対応するため、地元猟友会

による駆除やくくりわなによる捕獲を実施し、

また、電気牧柵の設置費助成を実施しました。

（駆除頭数 オス 34 頭、メス 27 頭、計 61頭） 

 

○北広島市鳥獣被害防止計画の策定 

 平成 26 年 5 月、農業被害防止のため、鳥獣

被害防止計画を策定し、市、猟友会、道央農協

や農業者が協力・連携して、エゾシカ、アライ

グマ、キツネ等の捕獲や鳥獣被害防止対策を推

進することにしました。 

 

■■■■■ ②緑化の推進、公園・緑地の確保と維持管理 ■■■■■ 

 

○市民参画による公園の計画 

住民との意見交換会などを実施し、遊具等の

公園施設の改修を実施しました。また、輪厚川

と親しむ会に交付金を交付し、市民参加による

輪厚川周辺の草刈りや花壇整備、清掃、親子釣

り体験等の親水事業を実施することにより、市

民に親しまれる憩いの場（親水空間）づくりを

進めました。 

 

○街路樹の整備と維持管理 

空き植樹桝 15 箇所に補植しました。また、

道路環境整備事業により街路樹の剪定、落葉拾

い等を実施しました。 

 

○森林ボランティアによる森林整備 

富ヶ岡地区市有林で下草刈りなどを実施し

ました。また、森林ボランティア等に対し、  

森林整備用機材を貸し出し、森林整備活動の支

援を行っています。 

 

○森林保全活用事業 

仁別・三島地区市有林の水源かん養保安林の

機能を高めるため、北海道による治山事業（植

栽箇所の下刈り）を実施しました。 

 

○森林整備の推進 

 北広島市森林整備計画の公表などをはじめ

として、森林所有者への情報提供を行い適切な

森林管理の周知を行っています。 

 

○緑化協議の実施 

緑のまちづくり条例に基づく緑化計画協議

を実施し、事業者による事業区域の緑化を推進

しています。

捕獲された 

アライグマ 
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○緑化推進事業 

緑化推進委員会に交付金を交付し、緑化推進

委員会で小規模緑化事業を実施しました。 

（ニオイヒバ 10 本） 

 

○花いっぱい運動の推進 

 緑化推進委員会を通じて各町内会や公共施

設に花苗・肥料等を配布することで、市民との

協働による花のある美しいまちづくりを進め

ました。 

 

○北広島団地周辺緑地樹木管理 

北広島団地周辺緑地の森林整備（危険木や不

良木等の除去、除伐）を実施しました。(面積

7.53ha） 

 

 

■■■■■ ③自然や農とのふれあいの増進 ■■■■■ 

 

○野鳥観察会 

野鳥の観察と自然に触れる機会として、毎年

レクリエーションの森（レクの森）で開催して

います。 

散策路を歩き、様々な鳥類の姿や鳴き声が確

認できます。(5/16、14 人) 

 

○自然観察会 

 小中学校を対象とした自然観察会をレクの

森で開催し、多様な動植物を観察しました。 

（5/14～ 市内小中学校 計 5日 157 人） 

 

○レクリエーションの森・自然の森キャンプ場 

市民が自然とふれあえる場を確保するため、

管理運営しています。また、レクの森では、林

間学園において、図鑑での調べものなどができ

ます。 

・5/1～9/30 自然の森キャンプ場利用者数

8,116 人(日帰り 3,638 人宿泊 4,478 人) 

・4/25～10/31 林間学園・レクリエーション

の森開放事業参加者数 13,067 人 

 

○エコミュージアム普及推進事業 

レクの森で動植物を観察し、自然に親しむた

めに次の事業を行っています。 

・レクの森カンジキＤＥ自然観察（3/5、10 人） 

「エルフィンロード」の自転車の駅から学習の

森まで往復約 3.4 キロメートルを散策しなが

ら昆虫採集し、種の同定や生態を学ぶ事業を行

っています。 

・昆虫観察教室（8/7、4人） 

 

○農業体験 

旧島松駅逓所の赤毛見本田で、西部小学校の

児童により田植え、除草・稲刈りの体験を実施

しています。 

 

○グリーンツーリズム推進事業 

きたひろしま交流農園マップを作成し、広報

誌への折り込みやホームページへの掲載、関係

機関での配布などにより広く周知を行ってい

ます。 

 

  

レクの森 

林間学園 
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■■■■■ ④地域に根ざした景観、歴史的環境の保全 ■■■■■ 

 

○花いっぱい運動 

花いっぱい運動の一環として、毎年、緑化推

進委員会を通じて各町内会に花苗・肥料等を配

布することで、地域の環境整備の体制づくりを

促進しています。 

 

○花のまちコンクールの開催 

第 22 回花のまちコンクールを開催しました。

（応募件数 89 件）また、花の会の会員がつく

った美しい庭を見てまわる、オープンガーデン

見学会を開催しました。(参加者 延べ 260 人） 

 

○旧島松駅逓所の公開 

現存する北海道最古の駅逓所として、保存・

維持管理を行い、一般公開しています。 

 

○エコミュージアム構想の推進 

エコミュージアム構想の推進にあたり、拠点

施設「知新の駅」の機能を発揮しながら、北広

島の各地域にある遺産（自然・歴史等）を知る

機会として、常設展、企画展及び特別展のほか

体験学習や講座を行っています。 

・地域遺産発見バスツアーなど 

・まちを好きになる市民大学 

 

○違法広告物簡易除去 

魅力ある都市景観づくりを進め、快適で美し

い街並みの形成と維持を図るため、違法広告物

の簡易除去を実施しました。（実施回数 6 回、

除去件数 469 件） 

 

 

 

 

 

地球環境に配慮し、積極的に環境への負荷を減らすまち 

 

■■■■■ ①地球温暖化対策の推進 ■■■■■ 

 

○エコ・パートナーシップ北広島による啓発事

業 

地球温暖化対策地域協議会として、市内でさ

まざまな省エネの啓発などを実施しています。 

・北広島環境ひろばの実施、環境ポスター・標

語の募集と表彰 

・小学校エコ講座の開催（7/15～、市内小学校、

計 3日、238 人） 

・元気フェスティバル（消費生活展）への出展 

 

北広島 

環境ひろば 

史跡 

旧島松駅逓所 
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○市役所での環境マネジメントシステムの運

用 

「市役所事務事業における第３次地球温暖

化対策推進実行計画」に基づき取り組みを進め、

平成 20 年度から市役所全体で環境マネジメン

トシステムを運用し、温暖化防止に取り組んで

います。 

（基準年度（平成 21 年度）との比較：平成 27

年度温室効果ガス排出量 2.1%） 

 

○各施設等での省エネルギーの推進 

市役所全体で環境マネジメントを運用して

おり、各公共施設での省エネルギーの推進に取

り組んでいます。 

平成 27 年度は、平成 26年度と同様に引き続

き、節電について重点的に取り組みました。 

 

○節水の啓発 

水道週間（6月 1日からの１週間）の行事や

広報紙を通して、水道の啓発に努めています。

また、小学４年生に対して学習資料の配布、貸

与を行っています。 

 

○太陽光発電・省エネルギーシステム設置への

補助 

地球温暖化対策の一環として、一般住宅への

太陽光発電システム設置に対して補助金を出

しています。（補助件数：34 件） 

 また、平成 28 年度からは省エネルギーシス

テム（エコジョーズ、ペレットストーブ等）の

設置に対して補助金を出す制度が始まりまし

た。 

 

○生ごみ及びし尿・浄化槽汚泥のバイオガス化 

 下水処理センターでは、市内で発生した一般

廃棄物の生ごみと1市3町（北広島市、長沼町、

南幌町、由仁町）で収集したし尿・浄化槽汚泥

を下水汚泥と混ぜて消化させ、発生するバイオ

ガスを燃料として活用しています。（生ごみ受

入量：1,481.13 トン、し尿・浄化槽汚泥受入

量：12,481.38 トン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       平成 27年 12 月～平成 28年 1月の２カ月間、前年同月より節電を 

した世帯に記念品を進呈し、より多くの市民に節電・省エネに対する関

心を持ってもらうために節電キャンペーンを実施しました。 

期間中、合計 159 名に参加いただき、その平均節電率は 14.0％となり

ました。 

環境ひろば 

北広島 

北広島 

環境ひろば 

小学校での 

エコ講座 
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環境と暮らしとの関わりを理解し、みんなで協力して行動できるまち 

 

■■■■■ ①環境学習・教育の充実 ■■■■■ 

 

○レクリエーションの森の活用 

小学校などの学習活動等の受け入れをして

います。 

 

○森林施業体験 

「げんきの森」（富ヶ岡市有林）で、緑陽中

学校 3 年生による里山体験学習（ハルニレ 50

本の下草刈り、トド松の下枝刈り）を実施した

ほか、レクの森で自然観察などの体験学習も行

いました。 

 

○小学校自然観察会等 

レクの森や学校周辺

の緑地等を会場に、市内

の小中学校の児童生徒

を対象とした動植物に

ついて学ぶ自然観察会

や地球温暖化の原因や

その対策について学ぶ

地球温暖化防止講座を実施しました。（688 人） 

○各学校の環境教育の取り組み 

各学校での総合的な学習の時間での取り組

みのほか、社会科など様々な教科指導のなかで

環境を意識した学習指導を行うなど、環境教育

の充実を図りました。 

・外部専門講師による環境教育の実施 

・ごみ分別の啓発活動の取り組み、農業体験、

酪農体験の取り組み 

・全校一斉清掃の実施、地域清掃ボランティア

の実施、太陽光パネル授業 

・省エネ、牛乳パック、古紙、エコキャップ等

の資源回収、リサイクル活動の推進 

 

○北広島市教育委員会としての取り組み 

北広島市学校教育推進方針において、子ども

達が自らの課題としてとらえ、解決していく力

を育むため、北広島市立小中学校の共通実践課

題のひとつとして、「環境教育」を位置づけし

ました。

 

 

■■■■■ ②情報の提供 ■■■■■ 

 

○「北広島のかんきょう」などの配布、ＨＰで

の公開 

市の環境の概要をまとめた「北広島のかんき

ょう」 を作成し、学校や公共施設に配布しま

した。 

また、子ども向けの環境小冊子「こどもの北

広島のかんきょう」や「こどもの北広島かんき

ょうマップ」を配布しました。

  

自然観察会 
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■■■■■ ③市民活動の支援と連携・協働 ■■■■■ 

 

○集団資源回収（再掲） 

 

○廃食用油の回収（再掲） 

 

○古着・古布の回収（再掲） 

 

○小型家電の回収（再掲） 

 

○再利用（リユース）の推進（再掲） 

 

 

 

 

○市民参画による公園の計画（再掲） 

 

○森林ボランティアによる森林整備（再掲） 

 

○花いっぱい運動の推進（再掲） 

 

○北広島環境ひろばの実施、元気フェスティバ

ル（消費生活展）への出展（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    市民団体や企業の方々の協力を得て、

環境月間の６月に行われる環境啓発イベント。 

 市内の小中学生から募集した環境ポスター・標

語の展示や優秀者の表彰、環境クイズやビンゴ

などのステージイベント等を通じて省エネや地球

温暖化について学ぶことができ、たくさんの市民

の方々に訪れていただいています。 
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第３章 生活環境の状況 

１ 大気 

（１）大気汚染の現況 

北広島市では、人の健康に直接影響を与える

ような大気汚染問題は発生していませんが、新

しい工業団地への企業進出によるばい煙発生

施設等の新設や、道路交通量の増加による自動

車排出ガス等に伴う大気汚染について監視し

ていく必要があります。

 

（２）大気汚染の防止のために 

北広島市には、大気汚染を常時監視する自動

測定機による測定局はありませんが、いおう酸

化物や窒素酸化物については、二酸化鉛法やナ

フチルエチレンジアミン吸光光度法による測

定を継続して実施しています。 

これらの測定は環境基準での測定方法とは

異なるため、環境基準との比較をすることはで

きませんが、経年変化や地域の状況などの把握

の指標として参考となるものです（図 3－1、3

－2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－1 二酸化鉛法による いおう酸化物の測定結果（単位：SO3mg/100cm2/日）   

汚 染 度 SO3mg/100cm2/日の値 評   価 

汚染第 1 度 

汚染第 2 度 

汚染第 3 度 

汚染第 4 度 

汚染第 5 度 

0.5 以上  1.0 未満 

1.0 以上  2.0 未満 

2.0 以上  3.0 未満 

3.0 以上  4.0 未満 

4.0 以上 

軽微な汚染 

普通度の汚染 

中等度の汚染 

やや高度の汚染 

高度の汚染 

 

表 3－1 二酸化鉛法による「いおう酸化物汚染度の判定標準」 

（寺部本次氏） 

 

いおう酸化物 

の測定器 
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また、ばい煙発生施設を有する工場等を監視

するため、石狩振興局が大気汚染防止法に基づ

く立入検査を実施しており、排出基準や自主測

定等の遵守状況を確認し、必要な事項について

随時指導を行っています。

 

（３）大気汚染に関する環境基準 

人の健康を保護するうえで維持することが

望ましい基準として、二酸化いおうや一酸化炭

素などについて大気汚染に係る環境基準が定

められています。 

また、ベンゼンなどの有害大気汚染物質、微

小粒子状物質（ＰＭ2.5）やダイオキシン類に

ついても環境基準が設定されています（資料編

Ｐ12表Ｂ－1、資料編Ｐ25 表Ｂ－16）。

 

（４）排出の規制 

工場及び事業場における事業活動に伴って

発生するばい煙、粉じん等についてそれぞれ規

制されています（資料編Ｐ13表Ｂ－2）。 

また、自動車から排出されるガスについても、

一酸化炭素や窒素酸化物、粒子状物質など自動

車の種別ごとに排出ガス量の許容限度が定め

られています。

 

（５）アスベスト（石綿）問題 

市では、平成 17（2005）年 7月 25 日「アス

ベスト対策連絡会議」を設置し、市有施設のア

スベスト使用状況を調査しました。平成 8年度

以前に建設された耐火及び準耐火建築物を対

象に、その吹付け材について設計図書類と目視

確認により調査し、最終的に含有が疑われる

32 施設の吹付け材について、専門の分析機関

に分析調査を委託しました。 

この調査の結果、16 施設の吹付け材にアス

ベストが含まれていることが判明したことか

ら、小中学校の体育館から優先的に除去工事を

開始し、平成 20 年度の下水処理センターの除

去をもって全ての除去が終了しました。 

また、これまで国内では未使用とされていた

アクチノライト、アンソフィライト及びトレモ

ライトの３種類のアスベストが検出された事

案があったことから、平成 20（2008）年 2月 6

日付けで「石綿障害予防規則第 3条第 2項の規

定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹

底等について」の通知が国からあり、市では平

成 17 年度の分析調査で石綿の含有率が 1 重

量％以下とされていた施設のアスベスト 6 種

類の分析調査を実施しましたが、アスベストは

含有していないことが確認されました。 

図 3－2 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法による窒素酸化物の測定結果（単位：NO2μ g/100cm2/日） 
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２ 水質 

（１）水質汚濁の現況 

北広島市には、千歳川、島松川、輪厚川など、

大小多くの河川が流れています。市内の中小河

川のほとんどは流量が少ないため、河川に汚濁

物質が流入すると十分な希釈が行えず、大きな

負荷を与えてしまいます。 

河川の水質は、BOD（生物化学的酸素要求量）

の数値で概ね判断することができることから、

市では、毎年、定期的に千歳川、島松川、野津

幌川など、24地点で水質測定（生活環境項目）

を実施しています（図 3－3～3－6参照）。 

市内河川のうち、環境基準が設定されている

千歳川（Ａ類型）では、大腸菌群数が環境基準

値を超過する時期があり、BOD の 75％値につい

ても環境基準を超過する地点がありました。 

また、その他の河川では、A類型と比較する

と、大腸菌群数が超過していた以外は、この基

準を概ね満たしていました。 

大腸菌群数は、最確数法による測定方法では、

土壌性の菌も同時に検出されることから、きれ

いな河川でも基準を超過することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、平成 11(1999)・12(2000)年度の環境

負荷実態調査において、河川水及び地下水の

「人の健康の保護に関する環境基準」（健康項

目）についての調査及び河川水のダイオキシン

類調査を実施しましたが、全て環境基準を下回

っており、良好な水質状況が確認されました。 

また、河川水における「内分泌かく乱化学物

質（環境ホルモン）」調査も実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3－2 BOD による水の汚れのめやす 

ＢＯＤ 用  途  及  び  適  応 

1mg/ℓ 
山岳部でみられるような河川で、環境上非常に良く、水道水としても簡易な浄化操作で飲
用できます。 

2mg/ℓ ヤマメ、イワナ等が生息し、水道水としても通常の浄化操作で飲用でき、水泳も可能です。 
3mg/ℓ サケ、アユが生息し、水道水としては高度の浄化操作が必要です。 
5mg/ℓ コイ、フナが生息し、沈殿等で工業用水に使用できます。 
8mg/ℓ 農業用水として使用できますが、工業用水には高度の浄化操作が必要です。 
10mg/ℓ 日常の生活の中で不快感を生じない限度です。 
20mg/ℓ 魚は生息できません。 

 

市内を流れる 

島松川 
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図 3－3 千歳川水系における BOD値の経年変化 

 

図 3－4 野津幌川水系における BOD値の経年変化 

 

図 3－5 輪厚川・裏の沢川水系における BOD値の経年変化 

 

9.7mg/ℓ 
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図 3－6 島松川水系における BOD値の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水質汚濁の防止のために 

市では、毎年、公共用水域の測定計画を立て、

市内 24 地点で水質検査を行っています。 

このうちの 3地点（千歳川の千歳川橋・広幌

橋、島松川の南 9号橋）については、千歳川流

域の自治体などで組織する千歳川水系水質保

全連絡会議の水質一斉調査として、年 6回の検

査を実施しています。 

その他の 21 地点については、年 2回の水質

検査を実施しています。（資料編Ｐ3～6表Ａ－

2①～④）。 

公共用水域に水を排出する特定施設を設置

する工場、事業場に対しては、水質汚濁防止法

の規定に基づく立入検査の実施機関である石

狩振興局が排出基準の適合状況を監視すると

ともに、排水処理施設の維持管理方法などにつ

いて指導を行っています。 

また、公共下水道は、家庭や工場からの排水

を下水処理センターで処理してから川へ放流

するので、公共用水域の水質汚濁を防止するう

えで、非常に重要な役割を果たしています。 

 

 

（３）水質汚濁に関する環境基準 

公共用水域の水質について維持されること

が望ましい基準として環境基準が定められて

おり、「人の健康の保護に関する環境基準（健

康項目）」と「生活環境の保全に関する環境基

準（生活環境項目）」があります。 

 

    75％値とは、ｎ個の測定値を小さなものから順に並べたとき、0.75×ｎ番目（小数点以

下切り上げ）にくる値のことをいい、BODの 75％値は水質の長期的評価に用いられています。 

  なお、千歳川水系については年 6 回の測定を行なっていますが、それ以外の水系について

は年 2回の測定のため、最高値と最低値のみを表示しました（図 3－3～3－6）。 
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①人の健康の保護に関する環境基準（健康項

目）（資料編Ｐ14表Ｂ－3①） 

この基準は、有害物質について直ちに達成さ

れなければならない基準として、全国の公共用

水域全てに適用され、地下水についても基準が

設定されています。 

 

②生活環境の保全に関する環境基準（生活環

境項目）（資料編Ｐ15 表Ｂ－3②） 

この基準は、環境大臣又は都道府県知事が指

定した公共用水域（河川、湖沼、海域）につい

て適用され、指定された各公共用水域は、いく

つかの類型に分けられ、それぞれに基準値が設

定されています。 

北広島市内においては、千歳川がＡ類型に、

野津幌川がＢ類型に指定されています。 

 

 

③生活環境の保全に関する環境基準（水生生

物保全環境基準）（資料編Ｐ15表Ｂ－3③） 

生活環境を構成する有用な水生生物及びそ

の餌生物並びにそれらの生息又は生育環境の

保全を目的として、平成 15（2003）年 11月に

加えられました。 

環境大臣又は都道府県知事が指定した公共

用水域について適用されますが、北広島市内に

おいて水域類型の指定は行われていません。 

 

④要監視項目（資料編Ｐ16 表Ｂ－3④～⑥） 

公共用水域等における検出状況等からみて、

現時点では直ちに環境基準とせず、引き続き知

見の集積に努めるべきと判断された物質が、人

の健康の保護に関する要監視項目と、水生生物

の保全に関する要監視項目として指定されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）排出水の規制 

水質汚濁防止法では、『特定施設』を設置し

ている工場・事業場からの排出水について、全

国一律の排水基準として、「有害物質に係る排

水基準」、「生活環境項目に係る排水基準」を定

めています。 

また、北海道は、条例でより厳しい排水基準

（「上乗せ排水基準」）を定めており、北広島市

においても環境保全指導要綱に基づく排水基

準を定めています。 

 

①水質汚濁防止法に基づく排水基準（資料編

Ｐ17 表Ｂ－4） 

 

ア 有害物質に係る排水基準 

排出水中の有害物質について定められてお

り、排出水の量にかかわらず全ての特定事業場

からの排出水について適用になります。 

 

 

   「千歳川水系水質保全連絡会議」は、昭和 49 年 2 月に千歳川水系の水質保全に関

する情報・知識・資料などの交換や活用などを目的として、千歳川流域の市町（千歳市、恵庭

市、江別市、広島町（現北広島市））と石狩支庁（現石狩振興局）とで設立されました。 

その後、昭和 52 年 3 月に南幌町、長沼町及び空知支庁（現空知総合振興局）、平成 2 年 4

月に江別市浄水場、長幌上水道企業団、平成 3 年 4 月に石狩東部広域水道企業団がそれぞ

れ加入しています。 

同連絡会議では、毎年、定期的に千歳川水系の河川水質一斉調査を実施しています。 
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イ 生活環境項目に係る排水基準 

排出水中の水素イオン濃度（pH）や生物化学

的酸素要求量（BOD）などについて定められて

おり、一日の平均的な排出水量が 50ｍ３以上で

ある特定事業場からの排出水について適用さ

れます。 

 

②道条例に基づく上乗せ排水基準（資料編Ｐ

18 表Ｂ－5） 

北広島市の河川は石狩川水域に属するため、

し尿処理施設、下水道終末処理施設などに上乗

せ基準が適用されます。 

 

 

③北広島市環境保全指導要綱に基づく排水

基準（資料編Ｐ19表Ｂ－6） 

「し尿浄化槽に係る排水基準」及び「排水の

汚染状態の許容限度」が定められています。排

水の汚染状態の許容限度については、一日の平

均的な排出水の量が20㎥以上50㎥未満である

特定事業場の排出水について適用されます。 

 

④ダイオキシン類対策特別措置法に基づく

排出基準（資料編Ｐ26表Ｂ－18） 

平成 12(2000)年 1月 15 日、ダイオキシン類

対策特別措置法の施行により、ダイオキシン類

を含む汚水等を排出する特定施設について、排

出基準が定められました。 

 

３ 騒音・振動 

（１）騒音・振動の現況 

北広島市は、北海道大演習場島松地区に隣接

していることから、西部地区を中心に自衛隊航

空機や砲弾の演習による騒音･振動の問題を抱

えています。 

自動車交通騒音については、国道 36 号や道

道栗山北広島線、仁別大曲線での実測結果等を

基に環境基準の達成状況についての評価を行

い、国道 36 号を除く評価区間は、昼間（午前

6時～午後 10 時）と夜間（午後 10 時～午前 6

時）ともに 90～100%となりました。 

なお、要請限度に関しては、いずれの地点に

おいても超過していませんでした。 

一方、市街地・住宅地においては、拡声機に

よる商業宣伝やピアノの音、ペットの鳴き声な

ど人々の生活環境に影響を与える近隣騒音の

問題があります。 

一般家庭から発生する生活騒音は、法律など

の規制対象になっていないことから、原則とし

て当事者間で話し合い、解決することになりま

すが、飲食店の深夜営業や拡声機による騒音に

ついては、条例や要綱などで規制や指導が行わ

れています。 

 

 

（２）騒音・振動の防止のために 

騒音規制法及び振動規制法では、これまで、

北海道が規制地域を指定し、地域や時間区分な

どによって規制基準を定めていましたが、「地

域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法

律」（第 2次一括法）に基づき、騒音・振動規

制法が改正され、平成 24 年 4 月 1 日から規制

地域の指定等の事務が道から市に移譲されま

した。 

北広島市は、昭和 53(1978)年、法に基づき

地域指定され、その後、土地利用状況等を考慮

して随時、指定地域の見直しを行っています。
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（３）騒音に関する環境基準 

生活環境を保全し、人の健康を保護するうえ

で維持されることが望ましい基準として、①一

般地域・道路に面する地域に適用される「騒音

に係る環境基準」、②飛行場周辺に適用される

「航空機騒音に係る環境基準」等が定められて

います。 

このうち、騒音に係る環境基準については、

平成 11 年 4 月、測定技術の向上や国際的動向

等を踏まえて改正され、騒音レベルの指標がこ

れまでの中央値（Ｌ50）から等価騒音レベル 

（ＬAeq）に変更になりました。 

また、道路に面する地域においては、その評

価方法が「その地域を代表すると思われる」測

定点における「点的」な評価方法から、沿道の

住居等の立地条件を考慮した「面的」な評価方

法へと変更になりました。 

なお、騒音に係る環境基準は、航空機騒音、

鉄道騒音及び建設作業騒音には適用されませ

ん（資料編Ｐ20 表Ｂ－7、表Ｂ－8）。

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）騒音・振動の規制 

①工場・事業場の規制 

騒音規制法･振動規制法では、生活環境を保

全する必要のある地域を指定し、指定地域内に

「特定施設」を設置する工場・事業場について、

届出義務が課せられています。また、これ以外

の地域についても、北海道公害防止条例による

届出が義務付けられているなど、規制基準が遵

守されるよう、施設設置や防音対策等について

の指導を行っています（資料編Ｐ21 表Ｂ－9）。

 

 

②建設作業の規制 

騒音規制法･振動規制法では、指定地域内に

おいて「特定建設作業」を実施する場合に届出

義務を課しており、騒音・振動の大きさや作業

時間の規制等が行われています。 

また、届出に際しては、規制基準に適合する

工法での施工、規制基準の遵守、周辺住民への

事前周知などについて、届出者に対して指導を

行っています（資料編Ｐ22 表Ｂ－10）。

 

 

 

   中央値（Ｌ50）とは、騒音の大きさを評価する量の一つで、複数の測定値を大きい順番

に並べた場合の中央に位置する測定値をいいます。 

等価騒音レベル（ＬAeq）とは、騒音の評価量の一つで、変動する騒音レベルのエネルギー的

平均値です。国際的に広く用いられていて、平成11年 4月から、中央値に代わり、環境基準の

新評価手法として採用されました。 

国道３６号 

（大曲付近） 
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（５）自動車騒音・道路交通振動の要請限度 

市町村長は、指定地域内における自動車騒音

が要請限度を超えることにより、道路周辺の生

活環境が著しく損なわれると認めるときは、北

海道公安委員会に対し、道路交通法の規定によ

る車両の通行禁止等の措置を執るよう要請す

ることができ、必要があると認める場合、道路

管理者等に対して、道路構造の改善等について

の意見を述べることができます。 

また、指定地域内における道路交通振動が要

請限度を超えることにより、道路周辺の生活環

境が著しく損なわれると認めるときは、道路管

理者に対し、道路交通振動防止のための舗装、

維持、修繕の措置を執るよう要請し、または北

海道公安委員会に対して、道路交通法の規定に

よる車両の通行禁止等の措置を執るよう要請

することができます（資料編Ｐ23 表Ｂ－11）。 

 

 

４ 悪臭 

（１）悪臭の現況 

北広島市における悪臭の原因は、養鶏場、養

豚場、堆肥場など、農業・畜産業に関するもの

が多く、原因者に対しては、場内及び堆肥等の

管理方法や設備の改善、気温・風向きなどの気

象条件や作業時間帯を考慮するなどの指導を

行っています。 

しかし、悪臭の発生源が有機肥料による土づ

くり奨励など農業施策に関わるものや、悪臭防

止法の規制区域外であることも多く、また、単

一の脱臭技術で対応できることは稀で、絶対的

な脱臭方法が存在しないことなどから、根本的

な解決がなかなか難しいのが現状です。 

 

 

（２）悪臭の防止のために 

悪臭防止法では、住居の集合している地域な

ど、住民の生活環境を保全する必要がある地域

を規制地域として指定しています。 

北広島市は、住宅地を中心にＡ区域とＢ区域

の指定（昭和 54（1979）年 4 月 1 日施行）を

受け、その後の土地利用状況を勘案して、随時、

指定地域の見直しを行っています。（規制地域

の指定等について、平成 24 年 4 月 1 日に道か

ら市へ権限が移譲されました。） 

また、悪臭により住民の生活環境に大きな影

響を及ぼしていると認められる場合等は、悪臭

の測定を実施しています。 

㈱ホクリヨウ札幌農場については、平成 16

年 2 月と 3月の測定結果において、アンモニア

とメチルメルカプタンが法に基づく規制基準

値を超えており、住民の生活環境を損ねている

と認められたことから、平成 16 年 3 月 22 日、

市は事業者に対し悪臭防止法に基づく改善勧

告を行いました。 

平成 27 年度は、㈱ホクリヨウ札幌農場の敷

地境界において悪臭物質等の測定を 4 回行い、

アンモニアなどの特定悪臭物質は規制基準値

以下でしたが、臭気指数については、指導基準

値を超えていることから、今後も継続して悪臭

調査を行うとともに、事業者に対し防臭対策を

指導していきます（資料編Ｐ8表Ａ－4）。 
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（３）悪臭の規制 

市では、特定悪臭物質の濃度による規制基準

を定めており、規制区域内にある工場や事業場

は、規制基準を超えて悪臭物質を排出してはな

らないこととされています。 

これに違反した場合には、市長が事業者に対

し、改善勧告、改善命令などの措置をとること

ができます。 

 

①悪臭防止法に基づく規制（資料編Ｐ24 表

Ｂ－12） 

事業場の敷地境界線の地表における規制基

準を基本としますが、煙突などの気体排出口に

おける規制基準や排出水の特定悪臭物質の濃

度に対する規制基準が適用になる場合もあり

ます。 

 

②官能試験法による悪臭対策指導要綱に基

づく規制（資料編Ｐ24～25 表Ｂ－13～15） 

悪臭物質の濃度による規制だけでは、低濃

度・多成分の複合臭に対応できず、住民の被害

感覚を正しく評価できないことから、北海道は、

「官能試験法による悪臭対策指導要綱」を制定

し、臭気指数（人が臭いをかいで判定する指数）

による指導基準値を定めました。臭気指数によ

る方法は、「臭い」を総合的に評価することが

可能であり、未規制物質による臭気も捕捉する

ことができるなどの利点があります。 

市では、実際に人が感じる臭気と、規制基準

値との相関性などについて検証するため、平成

11 年 1 月から悪臭物質を測定する際に、法で

規制されている特定悪臭物質 5 項目とともに

臭気指数についても同時に測定を行っていま

す。 

 

 

５ その他の状況 

（１）ダイオキシン類 

ダイオキシン類は、燃焼や化学物質製造の過

程などで発生し、人の生命及び健康に重大な影

響を与える恐れがある物質です。 

平成 12(2000)年 1月 15 日、ダイオキシン類

対策特別措置法が施行され、ダイオキシン類に

よる環境の汚染の防止やその除去等のために、

施策の基本とすべき基準、必要な規制、汚染土

壌に係る措置等が定められました。 

市では、大気・土壌・水質における状況把握

のため、平成 11(1999)年度～13(2001)年度に、

市内各地でダイオキシン類調査を行いました

が 、 一 般 大 気 に お い て は 、 環 境 基 準

（0.6pg-TEQ/m３）を下回っており、特に問題

となる数値ではありませんでした。 

水質及び土壌についても、環境基準(水質：

1pg-TEQ/ℓ、土壌：1,000pg-TEQ/g)をともに下

回っており、問題となる数値ではありませんで

した。 

また、北海道においても、ダイオキシンの沿

道調査（国道 36号）を平成 14年度から実施し

ています（資料編Ｐ8表Ａ－5）。

悪臭測定 

の様子 
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（２）一般農薬 

農薬は、農作物の栽培に際し病害虫から農

作物を守り、農業生産の安定化等を図る目的で

使われていますが、その安全・適正使用は、市

民の健康保護や環境保全上、とても重要です。 

そのため、農薬の性質や作用、適正な使用方

法、危害の防止方法及び保管管理に対する知識

を身に付け、事故等を未然に防ぐことが必要に

なります。 

市では、人体や環境に影響を及ぼすことのな

いよう、北海道農薬安全使用推進方針や北海道

農作物病害虫防除基準、除草剤使用基準等に基

づき、石狩振興局や石狩農業改良普及センター

と連携をとりながら、農薬使用に伴う事故や環

境汚染の防止のために指導啓発を行っていま

す。 

なお、平成 14 年の農薬取締法改正により、

これまで努力規定であった「農薬安全使用基準」

に代え、農林水産省・環境省令として「農薬を

使用するものが遵守すべき基準」（農薬使用基

準）が定められ、違反した場合には罰則が科せ

られることになりました。 

特に遵守すべき事項としては、①農薬容器ラ

ベル表示事項の遵守 ②登録農薬、もしくは特

定農薬（特定防除資材）の使用 ③特定使用者

の農薬使用計画書提出義務 ④農薬の飛散・揮

散防止措置を講ずる義務などがあげられます。

 

（３）ゴルフ場農薬 

ゴルフ場で使用される農薬については、平成

2（1990）年 4 月に、北海道が「ゴルフ場で使

用される農薬等に関する環境保全指導要綱」

（平成 21年 6月 1日改正）を制定しました。 

市では、平成元（1989）年、ゴルフ場農薬が

原因とされる事故が発生したことから、翌年 4

月に「広島町ゴルフ場農薬等安全指導要綱」（平

成 17年 3月 31 日改正）を制定し、これに基づ

き、市内にある 8か所の各ゴルフ場と環境保全

に関する協定を締結し、農薬使用量の低減、低

毒性農薬の使用等について指導徹底を図って

おり、農薬散布状況の確認や水質検査等も行っ

ています。 

また、サンパーク札幌ゴルフコースに関して

は、農薬を原則として使用しないこととされて

おりますが、現在のところ芝の雪腐れ病などの

対策に農薬以外の有効手段が無いため、事前に

市と協議のうえ、グリーン部分に限って農薬を

散布しています。 

散布実施日については、ゴルフ場が関係自治

会に回覧通知を行なっており、実施当日には市

職員が立会し、散布状況及び安全使用について、

協定内容どおりに実施されているかどうかの

確認を行なっています。 

ゴルフ場からの排出水については、平成

2(1990)年 5 月、環境庁（現環境省）が「ゴル 

フ場で使用される農薬による水質汚濁の防止

に係る暫定指導指針」を定め、指針値が設定さ

れています（資料編Ｐ27表Ｂ－21）。 

市では、農薬散布の影響を把握するため、市

内 8 ゴルフ場の排出水及び河川水の水質検査

を実施しており、平成 27 年度においても、市

内各ゴルフ場の排出水及び河川水（島松川、輪

厚川）について、21種類の農薬に対し 49 検体

の農薬検査を行いましたが、全て不検出となっ

ています（資料編Ｐ9表Ａ－6）。 

市内の 

ゴルフ場 
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また、事業者も排出水、ゴルフ場内井戸水、

ゴルフ場周辺井戸水について自主的に水質検

査を行っていますが、数値に問題はなく、農薬

による水質汚濁は見られていません。

 

（４）土壌汚染 

土壌汚染の状況の把握や土壌汚染による人

の健康被害を防止するため、土壌汚染対策法が

平成15（2003）年 2月 15日に施行されました。 

北海道知事は、土壌汚染状況調査の結果報告

を受けたとき、報告を受けた土地を健康被害の

おそれの有無に応じて、要措置区域または形質

変更時要届出区域に指定します。 

現在、本市においては、法に基づく要措置区

域として 1箇所、形質変更時要届出区域として

2箇所が指定されています。 

土壌汚染に関しては､「人の健康を保護し、

生活環境を保全するうえで維持することが望

ましい基準」として環境基準が定められていま

す（資料編Ｐ29 表Ｂ－23）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準または土壌含有量基準に

適合していないが、土壌汚染の摂取経路（地下水等経由摂取・直接摂取）がない区域です。 

 健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要ではありませんが、土地

の形質変更時には都道府県知事に計画の届出が必要です。 
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第４章 自然環境の状況 

１ 保護地域制度 

（１）鳥獣保護区 

野生鳥獣の保護・繁殖を図るため、植生・

地形が鳥獣の生息に適し、かつ鳥獣の生息密度

の高い地域やクマゲラなどの生息数の少ない

鳥獣の生息地などが鳥獣保護区に指定されて

います。 

また、鳥獣保護区のうち鳥獣の保護、繁殖の

ため特に必要な区域は特別保護地区に指定さ

れています｡鳥獣保護区の中では、鳥獣の捕獲

や殺傷が禁止されており、特別保護地区の中で

は、立木の伐採や工作物を設置する場合などに

は許可が必要になることがあります。 

北広島市では、55 林班の全域と西の里の一

部（市有地・民有地）が「野幌鳥獣保護区」に、

56 林班の全域が「野幌鳥獣保護区特別保護地

区」に指定されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）トドマツ特別天然記念物（これまでの推移） 

大正 10 年、旧農林省北海道林業試験場の試

験林のうち、原生状態を比較的保持していた合

計 320.5ha が、日本北部の代表的原始林であり

「原始林稀有の林相に該当し、保存の要あり」

との理由から、「史跡天然記念物野幌原始林」

に指定されました。 

指定当時は、針葉樹 57％、広葉樹 43％、針

葉樹はほとんどがトドマツで、わずかにエゾマ

ツ、イチイを含んでいました。 

第２次世界大戦の末期には攪乱により姿を

消した地域もありましたが、昭和 27 年には、

トドマツが消滅した部分も含めて、特別天然記

念物に指定されました。 

その後、台風等の被害により昭和 34 年に特

別天然記念物の大半が指定を解除され、現在は、

北広島市の一団地（59、60、63 林班）のみが

残されていますが、その後に進行した風害や虫

害のため、トドマツ林はすべて壊滅し、現在は

その姿を見ることができません。 

図4-1は、1970年当時のＪＲ千歳線の南側、

丘陵斜面にあり、残存する特別天然記念物の中

では最も整っていたトドマツ林だった野幌国

指 定 区 域 区 域 の 区 分 面  積 備  考 

55 林班（区域一円） 鳥獣保護区 約 40ha 国有林 

56 林班（区域一円） 特別保護地区 約 48ha 国有林 

西の里の一部 
市有地 

鳥獣保護区 
約 1ha ― 

民有地 約 27ha ― 

備考 

１ 55･56 林班は江別市にもまたがっています。上記の面積は、それぞれの林班のうちの北広島市内部分の面

積です。 

2 指定期間 

昭和 44 年 10 月 1 日から昭和 60 年 9 月 30 日まで（国設鳥獣保護区） 

昭和 60 年 10 月 1 日から平成 17 年 9 月 30 日まで（道設鳥獣保護区） 

平成 17 年 10 月 1 日から平成 37 年 9 月 30 日まで（道設鳥獣保護区） 

 

表 4－1 鳥獣保護区 
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有林第 59 林班「ぬ」小班にある帯状区（50×

50）㎡の林木配置と樹冠投影を示しています。 

この帯状区では、樹高 20～27ｍ、胸高直径

40～58㎝のトドマツ13本（うち1本は枯損木）

が見られましたが、灌木層は多くの広葉樹の稚

樹に占められ、衰退したトドマツ林であること

が当時の調査時に推察されました。（参考文

献：舘脇 操・五十嵐 恒夫：北海道石狩国野

幌森林の植物学的研究（札幌営林局，1973）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－1 1970 年調査時の野幌国有林第 59 林班「ぬ」小班内の帯状区トドマツ－チシマザサ基群集 

舘脇 操・五十嵐 恒夫：北海道石狩国野幌森林の植物学的研究（札幌営林局，1973） 

 

北海道の特別天然記念物は、北広島市の野幌原始林、阿寒湖のマリモ、アポイ岳高山植物群落、昭和新山、

大雪山、タンチョウです。 

また、天然記念物には、藻岩原始林、大黒島海鳥繁殖地、北海道犬、クマゲラ、エゾシマフクロウ、釧路湿原、

エゾミカサリュウ化石などが指定されています。 

 

記念物とは以下の文化財の総称です。 

1 貝塚，古墳，都城跡，城跡旧宅等の遺跡で我が国にとって歴史上または学術上価値の高いもの 

2 庭園，橋梁，峡谷，海浜，山岳等の名勝地で我が国にとって芸術上または鑑賞上価値の高いもの 

3 動物，植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの 

国は，これらの記念物のうち重要なものをこの種類に従って，「史跡」，「名勝」，「天然記念物」に指定し，

これらの保護を図っています。そのうち特に重要なものについては，それぞれ「特別史跡」，「特別名勝」，「特

別天然記念物」に指定しています。 
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（３）特別緑地保全地区 

都市緑地法では、都市計画区域内で良好な自

然環境を形成している緑地で、地域の伝統的、

文化的意義を有するもの、風致又は景観が優れ

地域住民の健全な生活環境を確保するため必

要なもの、動植物の生息・生育地として保全の

必要があるもの等について、その区域を特別緑

地保全地区として指定することができると規

定されています。 

特別緑地保全地区に指定された区域内にお

いては、建築物、工作物の建設等、宅地の造成

等、木竹の伐採、水面の埋立て又は干拓等につ

いて、道知事の許可を受けなければすることが

できません。 

北広島市では、良好な自然環境を形成し、貴

重な野生生物の生息地である南の里の市有地

と北海道所有地などを合わせた 183ha を、平成

17年10月に南の里特別緑地保全地区として指

定しています。

 

 

（４）環境緑地保護地区 

市街地及びその周辺地のうち、環境緑地とし

て維持又は造成することが必要な地区を道知

事が環境緑地保護地区として指定しており、北

広島市においては、4ヶ所が指定されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）学術自然保護地区 

動物の生息地、植物の植生地及び地質鉱物の

所在地のうち、学術上価値のあるものとして保

護することが必要な地区を道知事が学術自然

保護地区として指定しており、北広島市におい

ては 2ヵ所が指定されています。 

学術自然保護地区内においては、植物の採取、

動物や鳥類の卵の捕獲、岩石の採取、火入れ等

の行為が禁止されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4－2 環境緑地保護地区 

名   称 位  置 面 積 備  考 

西の里環境緑地保護地区 西の里 86 他 25 筆 24.54ha 市街地周辺地及び道路沿地の

環境緑地として維持することが

必要な樹林地の保護 島松環境緑地保護地区 島松 1 他 17 筆 57.93ha 

富ケ岡環境緑地保護地区 富ヶ岡 471 の 1 他 6 筆 12.03ha 市街地周辺地の環境緑地とし

て維持することが必要な樹林地

の保護 南里環境緑地保護地区 富ヶ岡 683 他 12 筆 40.88ha 

指定年月日：昭和 47 年 3 月 25 日 

 

名    称 位  置 面 積 備  考 

椴山学術自然保護地区 西の里 1085 5.92ha トドマツ純林生育地の保護 

原々種農場林学術自然保護地区 西の里 1094-1 48.87ha 
野幌台地の原植生としての針広

混交林生育地の保護 

指定年月日：昭和 47 年 3 月 25 日 

 

表 4－3 学術自然保護地区 
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（６）緑保全地区 

北広島市緑のまちづくり条例に基づき、良

好な自然景観を形成している樹林地、草生地等

であって、市民の快適な生活環境上又は都市景

観形成上保全することが必要であると認めら

れる区域を市長が緑保全地区として指定して

おり、2ヶ所が指定されています。 

緑保全地区内においては、建築物・工作物の

建設や宅地の造成、土石の採取、木竹の伐採等

について、市長に届出をしなければすることが

できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自然とのふれあい 

（１）道立自然公園 

北広島市では、55･56 林班（国有林）の全域

と西の里の一部（市有地・民有地）が「道立自

然公園野幌森林公園」として、指定されていま

す。 

道立自然公園内で、自然を損なうおそれのあ

る行為、例えば、立木の伐採、土石の採取、建

物などの工作物の設置等については、法律や条

例により規制されていて、許可や届出が必要と

なっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 定 区 域 区 域 の 区 分 面  積 備  考 

55 林班（区域一円） 第 3 種特別地域 40ha 国 有 林 

56 林班（区域一円） 第 1 種特別地域 48ha 国 有 林 

西の里の一部 
市有地 

普通地域 
41ha ― 

民有地 27ha ― 

備考 

1 区域の区分 

第 1 種特別地域：特別地域のうちで風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力

保護することが必要な地域 

第 2 種特別地域：第 1 種特別地域及び第 3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動につい

てはつとめて調整を図ることが必要な地域 

第 3 種特別地域：特別地域のうちで風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農

林漁業活動については風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域 

普通地域：道立自然公園のうち特別地域に含まれない区域 

2 55･56林班は江別市にもまたがっています。上記の面積は、それぞれの林班のうちの北広島市内部分の面

積です。 

3 指定年月日  昭和 43 年 5月 15 日 

 

表 4－5 道立自然公園指定区域 

 鳥獣保護区 

名    称 位  置 面 積 樹種・植生等 

稲穂地区緑保全地区 中央 2-6-1 0.4ha 
ヤチダモ、シナノキ、ミズナラ、ミ

ズバショウ、オオウバユリ外 

広島中央地区緑保全地区 中央 4-3-1 外 1 筆 0.9ha 
ヤマモミジ、イチョウ、エゾヤマザ

クラ外 

指定年月日：平成 9年 3月 28 日 

 

表 4－4  緑保全地区 
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（２）北広島レクリエーションの森（レクの森） 

レクの森は、道立北広島高校の向かいにある

国有林の一部を北広島市が林野庁から借り受

け、昭和 55 年から施設整備をしました。 

レクの森には、自然観察や体験学習のセンタ

ーとして利用できる研修棟や炊事場を備えた

林間学園、起伏に富んだ地形を利用したアスレ

チックコースのある冒険の森の他、外周約 4

キロの散策路などがあり、樹木や沢などの自然

の多くがそのままの形で残されているため、大

自然を体験できる格好の場所となっています。 

 

３ 自然環境保全に関する施策 

（１）自然保護監視員の配置 

環境緑地保護地区などの管理・監視等を行い、

自然環境等の保全を図ることを目的として、北

海道自然環境等保全条例に基づき、北海道知事

より自然保護監視員に森下徹氏が任命されて

います。 

任期は平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3

月 31 日までです。監視担当区域は、環境緑地

保護地区（西の里、島松、富ヶ岡、南里）、学

術自然保護地区（椴山、原々種農場林）で、年

間巡視回数は 12 日間となっています。

 

（２）鳥獣保護員の配置 

｢鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

律｣に係る業務及び鳥獣の生育状況等に関する

調査等を行うために、北海道知事より鳥獣保護

員に鈴木暁氏が任命されています。任期は平成

28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までで

す。監視担当区域は、北広島市一円で、年間巡

視日数は 26 日間となっています。

 

（３）レッドデータブックについて 

レッドデータブック（RDB）とは、絶滅のお

それのある野生生物の種のリスト（レッドリス

ト）に選定された生物に関する、生息状況等の

情報を記載した図書です。同書は、北海道の「全

道レベル版」と、環境省の「全国レベル版」の

２種類があり、それぞれ、当該生物の生息状況

等に対応したカテゴリーに分類されています。

（表 4-6 参照）なお、北広島市内には、ニホン

ザリガニ、エゾサンショウウオなどの、レッド

データブックに掲載されている野生生物が、多

数生息しています。（資料編Ｐ33～35 表Ｄ－1）。 

北海道 RDB 環境省 RDB 

絶 滅 種 （Ex） 絶      滅  （EX） 

野生絶滅種（Ew） 野 生 絶 滅  （EW） 

絶滅危機種（Cr） 
絶滅危惧Ⅰ類 （CR+EN） 

絶滅危惧ⅠA類 （CR） 

絶滅危惧種（En） 絶滅危惧ⅠB類 （EN） 

絶滅危急種（Vu） 絶滅危惧Ⅱ類   （VU） 

希 少 種 （R） 準絶滅危惧    （NT） 

地域個体群（LP） 
絶滅の恐れの   （LP） 

ある地域個体群 

留 意 種 （N） 情 報 不 足   （DD） 

表 4－6 レッドデータブックカテゴリーの分類 

野鳥観察会 

（レクの森） 
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（４）「生物多様性」と「外来生物対策」 

生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性

と複雑な命のつながりのことです。 

地球上の生きものは、40億年という長い歴

史の中で、さまざまな環境に適応して進化し、

3,000 万種ともいわれる多様な生きものが生

まれました。これらの生命は一つひとつに個性

があり、全ての生物が直接・間接的に支えあっ

て生きていますが、その多くが人間によって生

存を脅かされており、多くの生物が絶滅の危機

にあります。 

将来にわたって生物多様性の恵みを享受し

ていくことのできる社会へと転換していくた

めには、生物多様性の保全と持続可能な利用を、

地球規模レベルから市民生活まで、さまざまな

社会経済活動の中に組み込んで推進していく

必要があります。 

平成 20 年に施行された「生物多様性基本法」

では、事業者や国民などの責務が規定されたほ

か、国の施策の一つとして生物多様性に配慮し

た事業活動の促進が規定されました。 

さらに、21 年 8 月には、事業者が自主的に

生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組

む際の指針となる「生物多様性民間参画ガイド

ライン」が発表されました。 

北広島市においても、「自然観察会」の実施

や「環境マップ」の作成など、生物多様性に配

慮したライフスタイルを心がけるための啓発

活動等を行っています。 

一方、外来生物対策については、「特定外来

生物による生態系等に係る被害の防止に関す

る法律」（外来生物法）が、平成 17 年 6 月 1

日に施行されました。外来生物法は、特定外来

生物の輸入、飼養等を規制するとともに、防除

を促進することで生態系、人の生命もしくは身

体、農林水産業への被害を防止することを目的

としています。 

北広島市内では平成 9 年度からアライグマ

の防除等の対策を行っており、平成 27 年度は、

市の防除により 81 頭、道の取り組みも含める

と合計 127 頭のアライグマを箱ワナにより捕

獲しています。 

アライグマの市の捕獲頭数は前年度より大

幅に増加しましたが、依然として市内において

は農業被害が発生していることから、今後も、

野生化アライグマの完全排除を最終目標とし

た「北広島市におけるアライグマ・カニクイア

ライグマ防除実施計画書」に基づき、北海道と

連携して捕獲事業を進めていきます。 

 

 

  



34 

第５章 地球温暖化防止対策 

１ 温暖化の原因と今後の予測 

地球温暖化とは、化石燃料の消費などにより

大気中に排出される温室効果ガスの増大・蓄積

が原因となり、大気が赤外線をより多く吸収し、

気温が上昇する現象をいいます。 

地球温暖化を調査している「気候変動に関す

る政府間パネル（IPCC）」の報告によれば、こ

のまま温暖化が進むと、今世紀末には、世界の

平均気温は最大で 4.8 度上昇し、海面は最大

82ｃｍ上昇すると予測されています。

 

 

２ 北広島市役所の温暖化対策 

（１）北広島市役所事務事業 第３次地球温暖化対策実行計画 

平成 10 年度から市では「北広島市環境保全

に向けた率先実行計画」を策定し、省エネルギ

ー対策に取り組んできました。 

平成 11 年 4 月 8 日より全面施行された「地

球温暖化対策の推進に関する法律」では、国、

都道府県及び市町村に対して、それぞれの事務

及び事業に関する温室効果ガスの排出の抑制

等のための実行計画を策定、公表するとともに、

その実施状況（温室効果ガスの総排出量を含む）

を公表するよう求めています。 

これに伴い北広島市では、平成 12 年度に策

定した『改訂版 北広島市環境保全に向けた率

先実行計画』に基づき、平成 8（1996）年度を

基準年度とし、平成 16（2004）年度までに温

室効果ガスの排出量を基準年度比で 6％削減

させることを目標として率先行動を実践し、平

成 13年度、平成 15 年度には、削減目標数値を

達成しましたが、IT 化の推進によるパソコン

設置台数の増加や人口増加に伴うごみ量の増

加により、平成 16 年度の温室効果ガス排出量

(二酸化炭素換算値)は、平成 8 年度比で 4.4%

減にとどまり、削減目標を達成することができ

ませんでした。 

平成 17 年度からは『市役所事務事業に於け

る第２次地球温暖化対策推進実行計画』を策定

し、省エネルギー対策の推進に取り組みました。 

この計画は、基準年度を平成 16 年(2004 年)

度とし、平成 17 年(2005 年)度から平成 22 年

(2010 年)度までの６年間で、各年度における

温室効果ガスの排出量を基準年度実績に対し

て 1％以上削減することを目標としたもので、

平成 22 年度の温室効果ガス排出量は基準年度

(平成16年度)比で21.6％の減となっています。 

現在は『北広島市役所事務事業における第 3

次地球温暖化対策実行計画』に基づき、公共施

設のさらなる省エネルギー対策の推進に取り

組んでいます。 

この計画では、基準年度を平成 21 年(2009

年)度とし、平成 23 年(2011 年)度から平成 27

年(2015 年)度までの 5 年間で、温室効果ガス

の排出量を基準年度実績に対して 5％削減す

ることを目標としています。 
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（２）平成 27 年度 温室効果ガスの排出量及び目標達成状況 

平成 27 年度の実績数値を基に、各施設にお

ける事務事業に伴い排出された各々の温室効

果ガスの排出量を二酸化炭素の排出量に換算

すると、全施設での合計は 28,136ｔとなって

います（表 5－1）。 

また、第 3次地球温暖化対策実行計画の対象

となっている施設での温室効果ガス排出量の

合計は 23,377ｔ、基準年度比で 2.1%増となり、

△5％の削減目標を達成することができません

でした（図 5－1）。 

平成 27 年度の 4 つの温室効果ガスの排出量

の寄与率に注目すると、全施設・対象施設のい

ずれも 50%以上の寄与率を示しているのはメ

タンです。 

メタンの発生原因となる事務事業は、そのほ

とんどが廃棄物の埋立処分であるため、廃棄物

の埋立処分量を減らすことは、温室効果ガス排

出量の削減に大きな効果があります。 

平成27年度は基準年度比で15.2％の埋立処

分量を削減したので、温室効果ガス排出量の削

減に非常に貢献したといえます。 

しかしながら、平成 27 年度は埋立処分量が

基準年度比で減っているにもかかわらず、メタ

ンを起因とする温室効果ガス排出量（16,148

ｔ）は基準年度の排出量（15,757ｔ）より増え

ているという現象が起きています。これは、メ

タンを二酸化炭素に換算するために法令で定

められた係数（地球温暖化係数）が、平成 26

年度のものに比べて大きくなったことが原因

です。 

仮に、この係数が平成 26 年度と同じであれ

ば、平成 27 年度のメタンを起因とする温室効

果ガス排出量は 13,564ｔとなり、全体の温室

効果ガス排出量（二酸化炭素換算）の合計は

20,771ｔとなります。これは、基準年度比で

9.3％減（▲2,130ｔ）の数値であり、第 3次地

球温暖化対策実行計画の削減目標である 5％

減（▲1,145ｔ）を達成できたことになります。

 

  表 5－1 平成 27年度温室効果ガスの排出量と寄与率（全施設・対象施設） 

温室効果ガスの種類 全施設(t) 寄与率(%) 対象施設（t） 寄与率(%) 

二酸化炭素（CO2） 11,641 41.4 6,884 29.5 

メタン（CH4） 16,148 57.4 16,148 69.1 

一酸化二窒素（N2O） 345 1.2 343 1.5 

ハイドロフルオロカーボン（HFC） 1.56 0.006 1.07 0.005 

合  計 28,136 100 23,377 100 

備考 1 二酸化炭素を除く温室効果ガスの排出量は、それぞれ二酸化炭素に換算した場合の排出量です。 

2 第 3 次地球温暖化対策実行計画の「対象施設」における温室効果ガス排出量削減目標値：21,756ｔ 

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。 
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図 5－1 対象施設における温室効果ガス排出量の基準年度との比較 

 

 

 

（３）省エネ対策等に関する調査結果 

市では、省エネ対策の取組状況及び省エネ対

策の問題点に関する調査を平成 16 年度より実

施していますが、平成 20 年度からは、環境に

配慮した行動に組織的に取り組むため、全庁的

に環境マネジメントシステムの運用を開始し

ています。 

平成 27 年度（平成 27 年 4 月～平成 28 年 3

月）の実施状況については、高い意識での活動

が実施され、すべての項目で目標値を達成しま

した（表 5－2）。 

今後についても、さらに職員の環境意識を高め、

環境配慮活動の定着と継続した取組みを推進

していきます。

 

表 5－2 環境配慮活動の実施状況（全庁平均実行率） 

 達成目標 【参考】平成 26 年度 平成 27 年度 

①電力量・燃料等の削減 90％ 96.6％ 96.8％ 

②紙の削減・節水 90％ 93.2％ 93.4％ 

③廃棄物の削減 90％ 94.6％ 95.1％ 

④環境活動実行状況 90％ 94.9％ 95.2％ 

課等における環境配慮活動 95％ 96.0％ 96.3％ 

 

 

平成 27 年は、政府から夏・冬の具体的な数

値目標を設けた節電要請はありませんでした

が、当市は夏・冬ともに節電対策として節電目

標（夏：前年度同期と同程度の節電、冬：平成

22 年度同期比 5％以上の節電）を定め、率先し

てより一層の節電に取り組みました。 

 

 

22,901  

23,377  

22,000  

24,000  

平成２１年度(基準年度) 平成２７年度 
温室効果ガス排出量 

一般的なオフィスの場合、電力消費量の約３割を照

明が占めるといわれています。 

照明の間引き 

（トン） 
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表 5－3 平成 26・27 年 7月～9月の対象施設の電力使用量等【kWh】 

 7 月 8 月 9 月 合計：7 月～9 月 

平成 26 年 336,488 298,550 315,235 950,273 

平成 27 年 314,753 289,992 312,017 916,762 

平成 26 年比 △6.5％ △2.9％ △1.0％ △3.5％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

表 5－4 平成 22・27 年 12 月～3月の対象施設の電力使用量等【kWh】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 12～3 月 

平成 22 年 548,873 626,691 616,474 554,897 2,346,935 

平成 27 年 517,066 583,288 583,186 550,251 2,233,791 

平成 22 年比 △5.8％ △6.9％ △5.4％ △0.8％ △4.8％ 

備考  改修工事等による対象施設の増減等により、平成 22 年の電力使用量が増減する場合がある。 

 

0  

100,000  

200,000  

300,000  

400,000  

7月 8月 9月 

平成26年 

平成27年 

△6.5％ △2.9％ △1.0％ 

 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 
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図 5－2 平成 26・27 年 7月～9月の対象施設の電力使用量の比較【kWh】 

図 5－3 平成 22・27 年 12 月～3月の対象施設の電力使用量の比較【kWh】 
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３ 北広島市地球温暖化対策実行計画 

平成 27 年 3 月に本市の地域特性に応じた、

温室効果ガス排出削減を推進するため、「北広

島市地球温暖化対策実行計画」を策定いたしま

した。 

温室効果ガス排出量が増加した要因は、私た

ちの比較的身近なところにある家庭部門や業

務部門におけるエネルギー消費量の増加にあ

ります。 

本計画の推進には、市民、事業者、行政など

が自ら行動するとともに、お互いが協力・連携

しながら取り組んでいかなければなりません。 

本市の豊かな自然環境を守り、未来を担う子

供たちへ引き継いでいくために、省エネルギー

行動や再生可能エネルギー導入などの地球温

暖化対策に取り組んでいます。
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第６章 ごみと資源 

１ 廃棄物（ごみ）とは 

廃棄物とは不要な物であり、かつ、そのもの

が他人に有償で売却することができなくなっ

たものをいい、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（廃棄物処理法）等の関係法令によって、

その保管、運搬、処分などの方法が規制されて

います。 

廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」

の２つに大きく分けられています。 

「産業廃棄物」は、事業活動に伴って排出さ

れる、廃棄物処理法で定められた 20 種類と輸

入された廃棄物をいい、その処理責任は排出事

業者に課せられています。 

「産業廃棄物」以外の廃棄物を「一般廃棄物」

といい、その処理は市町村の責務になっていま

す。 

 

２ 北広島市のごみ処理 

（１）一般廃棄物 

家庭から排出されるごみは、生ごみ、普通ご

み、危険ごみ、破砕しないごみ、粗大ごみ、資

源ごみ（びん・缶・ペットボトル、プラスチッ

ク製容器包装、紙製容器包装、段ボール、紙パ

ック、新聞紙、雑誌）、有害ごみに分別し、各

自治会等で管理を行っているごみステーショ

ンで収集（粗大ごみは戸別収集）され、市内処

理施設（クリーンセンター、下水処理センター）

で処理されます。 

商店や飲食店などの事業所から排出される

一般廃棄物は一般廃棄物収集運搬業の許可業

者に依頼するか、排出者が直接クリーンセンタ

ーへ搬入する方法で処理されます。 

 

（２）一般廃棄物処理施設（クリーンセンター、下水処理センター） 

ごみステーションからの収集ごみと事業所

等からの搬入ごみは、クリーンセンターで破砕

処理し、埋立処分しています。 

埋立処分地から発生する浸出水は適切な処

理を行ったあと下水道に放流し、埋立ごみは即

日覆土するなど、周辺への汚水、悪臭、害虫な

どによる影響がないよう細心の注意を払って

います。 

また、収集された資源ごみは、それぞれの種

類ごとにまとめて出荷しています。紙パック、

段ボール、新聞紙、雑誌、鉄くず、アルミ缶、

スチール缶は売却を行い、それ以外は有償でリ

サイクルしています。（資料編Ｐ36表 D－4（ア）

～（エ）） 

なお、生ごみは下水処理センターで、バイオ

ガス化処理を行っています。 

 

（３）産業廃棄物 

事業活動に伴って排出される廃棄物のうち

燃え殻・汚泥・廃油・廃プラスチック類など

20 種類のものを産業廃棄物といい、その処理

責任は事業者に課せられています。市内で発生

した産業廃棄物は、市内外の民間処分場で処分

されています。クリーンセンターでも告示で定

められた品目に限り、条件付きで受入れできま

すが、リサイクルできるものについては、分別、

資源化しています。 
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（４）産業廃棄物の処理 

産業廃棄物は広域的に処理されるため、市内

の民間処理施設は、近隣市町村からの受入れも

行っています。産業廃棄物処理施設は、社会生

活上必要な施設ですが、大気汚染、水質汚濁等

の公害の発生源になりうるため、環境に悪影響

が出ることのないよう適正に管理していくこ

とが求められています。 

 

図 6－1 ごみ処理の推移 
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３ 捨てるより生かす工夫を 

現在、ごみの処理費用は年々高くなる傾向に

あり、埋立地の延命化のために、減量化・資源

化が求められています。 

事業系廃棄物のうち資源ごみについては、平

成 6(1994)年度から無料受け入れを実施し、ご

みの徹底分別と減量、資源化の意識の高揚を図

っています。 

平成 12(2000)年度に容器包装に係る分別収

集及び再商品化等に関する法律（容器包装リサ

イクル法）が完全施行されたことに対応し、 

北広島市でも段ボール、その他の紙製容器、ペ

ットボトル、その他のプラスチック製容器等の

分別収集を実施しています。 

また、平成 20（2008）年 10 月からは家庭ご

みの有料化を実施するなどごみの排出抑制、資

源化の推進を図っています。 

このためには、市民･事業者･行政それぞれの

責任を明らかにし、資源循環型社会の実現を目

指し、一層の減量・資源化に取り組んで行く必

要があります。 

 

（１）びん・缶・ペットボトル・プラスチック製容器包装・紙製容器包装・段ボール・

紙パック・新聞紙・雑誌 

資源ごみとして分別され、クリーンセンター

に集められた廃棄物のうち、びん・缶・ペット

ボトルは、無色びん、茶色びん、その他の色び

ん、アルミ缶、スチール缶、ペットボトルに分

別され、市で再商品化費用を負担するなどして

リサイクルを行なっています。 

プラスチック製容器包装・紙製容器包装は、

破袋し、圧縮梱包処理後、市で再商品化費用を

負担してリサイクルを行なっています。また、

段ボール・紙パック、新聞紙、雑誌は有価で引

取りを行なう業者に売却されます。（資料編Ｐ

36 表Ｄ－4（ア）） 

 

（２）鉄くず 

粗大ごみとして分別された廃棄物のうち、鉄

くずは、有価で引取りを行う業者に売却されま

す。ここ数年売却出荷量は増加傾向にあります。

（資料編Ｐ36表Ｄ－4（ア）） 

 

（３）蛍光管・乾電池 

分別収集された蛍光管は、クリーンセンター

に設置された蛍光管破砕機で破砕処理後、乾電

池と一緒に北見市にある広域回収センターに

引き渡されます。広域回収センターでは、蛍光

管や乾電池本体のガラスはガラスに、鉄分は鉄

くずに再利用され、また、水銀は再度水銀とし

て、亜鉛、マンガン等は電子部品等にリサイク

ルされます。（資料編Ｐ36 表Ｄ－4（イ）） 

 

（４）生ごみ 

生ごみ用指定ごみ袋で収集された生ごみは、

下水処理センターに併設されたバイオガス化

処理施設に搬入されます。 

ここで、発酵処理された生ごみは、乾燥汚泥

肥料として農地還元されます。 

処理の過程で発生するメタンガス等のバイ

オガスは、施設の乾燥機や暖房機の燃料として

利用されます。 
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（５）廃食用油 

市内 4 箇所にある回収ボックスで回収され

た廃食用油は、事業者が回収し、処理施設へ搬

入されます。回収された廃食用油は、暖房用燃

料等に再生し、利用されます。（資料編Ｐ36

表Ｄ－4（ア）） 

 

（６）小型家電 

市内 7 箇所に設置した小型家電回収ボック

ス（30cm×30cm の投入口）により、ご家庭で

不要になった小型家電を無料で回収していま

す。回収された小型家電は、認定事業者に引き

渡され、有用金属（レアメタル）の回収が行わ

れています。（資料編Ｐ36 表Ｄ－4（エ）） 

 

（７）古着・古布 

ごみ減量、リサイクルの推進のため、古着、

古布を回収する回収拠点を市内 10 箇所に設置

しています。回収した古着・古布はウエス（工

業用雑巾）等として再利用されます。（資料編

Ｐ36表Ｄ－4（ウ）） 

 

（８）テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン 

テレビ等の家電 4品目については、市では収

集しません。買い替え時に販売店に引取りを依

頼する、指定業者に引取りに来てもらう、ある

いは指定場所に持ち込むなどして適正に処理

する必要があります。 

また、このとき全国一律の再商品化費用がか

かります。この費用については、排出者が負担

することになっています。 

 

（９）パソコン 

パソコンについては、市では収集しません。

メーカーに処理を申込み、申込み後にメーカー

から送られてくる伝票類とパソコンを郵便局

へ持参するか、郵便局に引取りを依頼するなど

して適正に処理する必要があります。 

平成15年10月以降に販売されたパソコンに

ついては、購入時にリサイクル費用を支払って

いるため、処分時に費用はかかりませんが、平

成 15 年 9 月までに販売されたパソコンを処分

する場合は、排出者がその費用を負担すること

になります。 

なお、その費用はメーカーによって異なって

います。 

 

 

４ 野外焼却の禁止 

平成 13 年 4 月に廃棄物処理及び清掃に関す

る法律が改正され、風俗慣習上または宗教上の

行事や農作業で直接必要な場合など、一部の例

外を除いて野外焼却は禁止され、罰則の対象と

なっています。 

なお、例外的に認められている焼却行為であ

っても、生活環境上支障があり、苦情等がある

場合には、指導の対象となります。 
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環境標語 最優秀作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに掲載された作品は、「北広島環境ひろば２０１６」において開催された「環境ポスター・標語

展」において最優秀作品として選ばれたものです。 

このポスター・標語展には、北広島市内の小中学生から６２０作品の応募があり、地球温暖化防止

や省エネに対するメッセージがこめられた作品が多数寄せられました。 

  

北広島市長賞 

「節電は 地球をまもる エネルギー」 

西部小学校 河本
かわもと

 大智
た い ち

 さん 

 

北広島市教育委員会教育長賞 

「リサイクル あたらしいものに はやがわり」 

           緑ヶ丘小学校 西
にし

 賢人
け ん と

 さん 

 

北広島商工会長賞 

「再利用 世界の笑顔が 増かする」 

         大曲東小学校 水崎
みずさき

 日
ひ

菜子
な こ

 さん 

 

エコ・パートナーシップ北広島会長賞 

「リサイクル 一つの努力で 地球は笑顔」 

           緑ヶ丘小学校 道券
どうけん

 碧海
み な み

 さん 

 

北広島環境ひろば特別賞 

「1 人 1 人の心がけは未来を笑顔にするまほう」 

             双葉小学校 佐藤
さ と う

 美
み

友
ゆう

 さん 
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環境ポスター 最優秀作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北広島市長賞 

広葉中学校 池田
い け だ

 桃
もも

香
か

 さん 

エコ・パートナーシップ北広島会長賞 

広葉中学校 中村
なかむら

 文
あや

香
か

 さん 

北広島市教育委員会教育長賞 

大曲小学校 西村
にしむら

 明華
め い か

 さん 

 

北広島商工会長賞 

大曲小学校 可野
か の

 春
はる

花
か

 さん 

北広島環境ひろば特別賞 

大曲小学校 北川
きたがわ

 さくら さん 
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語句説明 
あ 

 

悪臭防止法 

工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪

臭について必要な規制を行い、悪臭防止対策を推進することに

より、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的

としたもの。 

 

亜硝酸性窒素(ＮＯ2-Ｎ) 

水質汚濁を示す指標の一つ。水中の窒素の存在状態には、4

種類があります。水中の①有機性窒素（タンパク質など）は、分

解すると②アンモニア性窒素（ＮＨ4-Ｎ）になります。②が酸化さ

れると亜硝酸性窒素（ＮＯ2-Ｎ）となり、更に酸化されると硝酸性

窒素（ＮＯ3-Ｎ）となり、それぞれの量を測定すれば、汚水の自然

浄化がどの段階まで進行しているかを知ることができます。 

 

アスベスト（石綿） 

綿状の鉱物。安価な工業材料としてスレート材、断熱材等、広

範囲に使用されています。その繊維が極めて細いことから、人が

呼吸器から吸入しやすいという特性を持っています。 

 

アンモニア性窒素（ＮＨ4-Ｎ） 

 水質汚濁を表す指標の一つです。水中に存在するアンモニア

性窒素の多くは、下水、し尿、腐敗した動植物に由来する有機性

窒素（タンパク質など）が分解して発生したものです。 

 

 いおう酸化物（ＳＯＸ）
 

 二酸化いおう（ＳＯ2）、三酸化いおう（ＳＯ3）など、いおうの酸化

物を総称していおう酸化物といいます。いおう酸化物は、石炭、

石油などの化石燃料中に含まれるいおう分が、燃焼の過程で酸

素と化合して生成します。二酸化いおうは、のどや肺を刺激し、

呼吸器系に影響を及ぼすおそれがあります。また、三酸化いおう

は大気中の水分に溶けて金属を腐食させ、雨に溶けて酸性雨と

なり、森林や湖沼に悪影響をもたらす原因ともなっています。い

おう酸化物の主な発生源としては、工場やビルなどで使われて

いるボイラーや焼却炉があります。 

 

一酸化炭素（ＣＯ） 

炭素又はその化合物が、不完全燃焼することにより発生する

無色無臭の気体で、その発生源の大部分は自動車の排出ガス

です。呼吸により肺に吸い込まれると、血液中のヘモグロビンと

結びつき、酸素の供給能力が阻害され、中枢神経に障害が起こ

り、頭痛、めまい、吐き気などの症状が現れます。 

 

一般廃棄物・産業廃棄物 

 「産業廃棄物」は、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち

燃え殻、汚泥など法律で定められている廃棄物をいいます。一方、

産業廃棄物以外の廃棄物を「一般廃棄物」といい、「ごみ」と「し

尿」に分類されます。 

上乗せ基準 

 ばい煙、又は排出水の規制に関して、総理府令で全国一律の

排出基準を定めていますが、都道府県は条例でこれらの基準よ

り厳しい排出基準を定めることができます。これを上乗せ基準と

いいます。 

 

ＳＳ（浮遊物質量） 

 水に溶けない水中に浮遊している物質のことで、水の濁りの原

因となります。ＳＳが多くなると、魚類などの水中生物のえらに付

着して窒息させ、光の透過率が悪くなることにより水生植物の成

長を妨げます。また、川底などに堆積したものが腐敗し、悪臭を

放つこともあります。 

 

温室効果ガス 

地表から放出される赤外線を吸収する作用の大きいガスの総

称で、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカー

ボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄などがあります。 

大気中のこれらのガスの濃度が上昇すると地表面からの熱放

射が阻害され、地球温暖化が引き起こされるといわれています。 

 

か 
 

外来種 

 国外や国内の他地域から人為的に導入されることにより、本来

の分布域を超えて生息または生育することとなる生物種のこと。 

 

環境マネジメントシステム（ＥＭＳ） 

事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、

環境に関する方針目標、計画等を定め、これらの達成に向けて

実施していくことをいいます。 

 

環境基準 

環境基本法第 16 条に基づき定められているもので、「人の健

康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ま

しい基準」として国が定めるものです。 

 

環境月間・環境の日 

事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解

を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲

を高めるため、環境基本法第 10 条の規定により、6 月 5日を｢環

境の日｣と定め、環境省が 6 月を｢環境月間｣として設定していま

す。 

 

規制基準 

 ⇒排出基準 

 

Ｋ値規制 

硫黄酸化物の排出基準のことで、排出口の高さに応じて許容

される排出量をＫ値（定数）を用いて算出します。Ｋ値は地域ごと

に定められており、値が小さいほど厳しい基準です。なお、北広

島市におけるＫ値は、17.5 となっています。 
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健康項目 

水質汚濁に関する環境基準のうち、人の健康の保護に関する

項目をいいます。カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総

水銀、トリクロロエチレンなどが指定されており、これらの物質は

毒性が強く、人の健康を阻害する物質です。 

 

公 害 

環境基本法において、「公害」とは｢環境の保全上の支障のう

ち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわた

る大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の

沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密

接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植

物及びその生育環境を含む。）に係る被害が生ずる事をいう。｣と

定義されています。 

  

光化学オキシダント 

工場や自動車から排出された窒素酸化物と炭化水素が、太陽

光の紫外線を受けて反応して生成する酸化性物質のうち、二酸

化窒素を除いたものをいいます。光化学オキシダントは、光化学

スモッグ発生の原因ともなり、目やのどなどの粘膜に影響を及ぼ

すおそれがあります。 

 

公共用水域 

水質汚濁防止法において、「公共用水域」とは、「河川、湖沼、

港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれらに接

続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水

路のことをいう。」と定義されています。なお、「公共用水域」には、

公共下水道及び流域下水道であって終末処理場を設置している

ものは含まれません。 

 

さ 
 

産業廃棄物 

⇒一般廃棄物 

 

重金属 

密度が 4.5g/cm3 を超える金属のことをいい、金、銀、銅、鉄、

鉛、亜鉛、ニッケル、クロム、砒素、カドミウム、マンガン、水銀な

どがあります。これに対し、密度が 4.5g/cm3 以下の金属を軽金

属といい、ナトリウム、カリウム、アルミニウムなどがあります。 

 

循環型社会 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして

提示された概念。循環型社会基本法では「天然資源の消費が抑

制され、環境への負荷ができる限り軽減された社会」としている。 

 

水質汚濁防止法 

公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止し、国民の健康

を保護するとともに生活環境の保全を図るため、事業場からの

排出水の規制・生活排水対策の推進・有害物質の地下浸透規制

等が盛り込まれています。 

 

 

生活環境項目 

水質汚濁に関する環境基準のうち、生活環境の保全に関する

項目をいいます。 

河川については、pＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌群数の 5 項目

が適用になります。 

 

生物多様性 

地球上のあらゆる生物種の多様さを意味し、①生物種の数が

多いという「種間の多様性」、②同じ種の中でもそれぞれの個体

が有している遺伝形質が異なるという「種内の多様性(遺伝子の

多様性)」、③これらの生物とその生育環境からなる生態系が多

様であるという「生態系の多様性」という３つのレベルの多様性を

含んでいます。 

 

騒音レベル 

「騒音レベル（Ａ特性音圧レベル）」とは、騒音計で測定した騒

音の大きさを表す数値「音圧レベル」のうち、音の周波数によって

感度が変化する、人間の耳の特性に合うように、Ａ特性で重み付

けをした音圧レベルをいう。 

 

た 
 

ダイオキシン類 

有機塩素化合物であるポリ塩化ジベンゾ‐パラ‐ジオキシン(Ｐ

ＣＤＤ)、ポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）、コプラナーポリ塩化ビ

フェニル（コプラナーＰＣＢ）の総称です。ダイオキシン類は、発が

ん性、催奇形性を有し、皮膚、内臓障害などをもたらす毒性があ

るといわれており、燃焼や化学物質製造の過程などで非意図的

に生成し、燃焼排ガスや化学物質の不純物として環境中に排出

されます。 

 

大気汚染防止法 

工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等

に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制す

ること等により、国民の健康を保護し、生活環境を保全すること

等を目的とした法律。 

 

大腸菌群数 

水質汚濁を示す指標の一つで、人間又は動物の排泄物による

水の汚染を知るために使われます。大腸菌群の中には、水、土

壌など自然界に分布する土壌性大腸菌と、人間や動物の腸内に

生息しているふん便性大腸菌とがあります。 

  

耐容１日摂取量（ＴＤＩ） 

人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を

及ぼすおそれがない１日当たりの摂取量のことで、ダイオキシン

類の場合は、人の体重１㎏当たり 4pg-ＴＥＱ以下と定められてい

ます。 

 

窒素酸化物（ＮＯＸ） 

一酸化窒素 （ＮＯ）と二酸化窒素（ＮＯ２）の総称のことです。窒

素酸化物は、高温燃焼過程において必然的に空気中の窒素と

酸素が化合して生成するもので、このうち一酸化窒素は、空気中
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の酸素と結びついて徐々に二酸化窒素となります。二酸化窒素

は、呼吸機能の低下を引き起こすほか、雨に溶けると酸性雨の

原因にもなります。二酸化窒素の発生源としては、自動車、ボイ

ラー、焼却炉などがあります。 

 

ＤＯ（溶存酸素量） 

水に溶けている酸素の量のことです。通常、酸素の補給は藻

類の光合成による炭酸同化作用や、大気からの溶け込みによる

ものがありますが、水中に有機物が増えると、微生物が有機物を

分解するために酸素が消費され、ＤＯは減少します。一般に、き

れいな川では溶存酸素は、ほぼ飽和状態に達していますが、そ

の量が一定以下になると魚類等の生息が制限され、更に減少す

ると生息できなくなります。 

 

定量下限値 

ある分析方法で、目的物質の定量が正確にできる最小量又は

濃度のことをいいます。 

 

テトラクロロエチレン 

エーテル様芳香のある無色透明の重い液体で、水に難溶、不

燃性です。トリクロロエチレンに比べて溶解力が温和であり、ドラ

イクリーニング用溶剤、抽出用溶剤等として、天然繊維及び合成

繊維の洗浄に用いられています。通称パークレンと呼ばれる有

機四塩化物系溶剤で、発がん性があるとされています。 

 

天然記念物 

学術上価値の高い動物、植物、地質鉱物(それらの在する地

域を含む)で、その保護保存を主務官庁から指定されたものをい

います。 

 

毒性等量（ＴＥＱ） 

ダイオキシン類の毒性を最も毒性が強い2,3,7,8‐四塩化ジベン

ゾ‐パラ‐ジオキシンの毒性に換算してから足し合わせた値のこと

です。 

 

特定施設・特定事業場・特定工場等 

「特定施設」とは、水質汚濁防止法、騒音規制法又は振動規

制法の規制対象となる施設のことをいい、規制基準の遵守等の

義務が課せられます。 

 なお、特定施設を設置している工場又は事業場のことを水質汚

濁防止法では「特定事業場」といい、騒音規制法、振動規制法で

は「特定工場等」といいます。 

 

土壌汚染対策法 

土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目

的として、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関す

る措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置

を定めたもの。 

 

トリクロロエチレン 

クロロホルム臭のある無色透明の揮発性・不燃性の液体で、

水に難溶です。安定性と強力な脱脂力から、金属、機械部品、半

導体部品の脱脂、洗浄に広く用いられてきた有機塩素系溶剤で

す。 

 人体に対する影響としては、体内に蓄積すると腎臓障害や中

枢神経障害を起こし、発がん性があるといわれています。 

 

な 
 

ｎg（ナノグラム） 

⇒μ g（マイクログラム） 

 

二酸化炭素（ＣＯ２） 

動物の呼吸や、石油・石炭などの化石燃料を燃焼することなど

によって発生する気体で、炭酸ガスとも呼ばれています。環境中

で寿命が長く、排出量が他の温室効果ガスと比較して多いことな

どから、地球温暖化への影響が大きいといわれています。 

 

は 
 

ばい煙 

燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物やばいじ

ん、有害物質（カドミウムや塩素など）のことをいいます。 

 

排出基準・排水基準・規制基準 

事業活動及びその他の活動を行う者が遵守しなければならな

い許容限度のことで、ばい煙、汚水、騒音、振動、悪臭等の発生

について、それぞれ基準が設定されています。ばい煙について

は「排出基準」、汚水については「排水基準」、騒音・振動・悪臭に

ついては「規制基準」と表現します。 

 

ばいじん 

燃料その他の物の燃焼又は熱源として電気の使用に伴い発

生する粒子状物質のことをいいます。 

 

pg（ピコグラム） 

  ⇒μ g（マイクログラム） 

 

微小粒子状物質（PM2.5） 

大気中に浮遊している 2.5μ ｍ以下の小さな粒子のことで、従

来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質

（SPM：10μ ｍ以下の粒子）よりも小さな粒子です。 

PM2.5は非常に小さいため（髪の毛の太さの1/30程度）、肺の

奥まで入りやすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響

が心配されています。 

 

pＨ（水素イオン濃度） 

水の酸性又はアルカリ性を表す指標であり、pＨ７が中性、７よ

り小さくなるほど酸性が強く、７より大きくなるほどアルカリ性が強

くなります。 

 通常の河川は、pＨ6.5～8.5 で、この範囲を超えると魚類や農作

物に被害を与えることがあります。 

PM2.5 

  ⇒微小粒子状物質 

 

 

http://eco.goo.ne.jp/word/ecoword/E00501.html
http://eco.goo.ne.jp/word/energy/S00088.html
http://www.eco-words.net/global-warming/post-24.html
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ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） 

水の中に含まれる有機物は、好気性微生物の作用を受けて

徐々に酸化、分解（水の自浄作用）されますが、この過程で微生

物が消費する酸素の量のことをいいます。ＢＯＤは相対的に有機

物の量を示すことになり、この数値が高いということは、ＤＯ（溶

存酸素）が欠乏しやすいことを意味し、水中生物が死んでしまう

などの被害が生じ、更にひどくなると、メタンガスが発生し、悪臭

を放つようになります。 

 

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル） 

有機化合物の一つです。不燃性で、熱に強く、絶縁性にすぐれ、

化学的にも安定していて分解されにくく、動物の脂肪組織に蓄積

されやすいという特性を持っています。従来、熱媒体、絶縁油、

塗料に使用されていましたが、人に対し皮膚障害、肝臓障害を

引き起こす毒性を持つことが判明したため、現在、国内では使用

禁止されています。 

 

ppm（ピーピーエム） 

ごく微量の物質の濃度や含有率を表す単位で、百万分の１を

意味しています。 

例えば、空気１ｍ3 中に１㎝ 3 の物質が含まれている場合や水

1kg 中に 1mg の物質が含まれている場合、この物質の濃度を１

ppm といいます。 

 

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

大気中にはさまざまな粒子が浮遊していますが、浮遊物質は

浮遊粉じんと降下ばいじんに分けられます。浮遊粉じんの中でも、

粒径 100μ ｍ以下のものを粒子状物質（ＰＭ）といい、さらにその

中でも粒径が 10μ ｍ以下のもので、大気中に長期間浮遊し、人

間の呼吸で肺に沈着しやすく、気道または肺胞に付着して喘息、

気管支炎等の呼吸器系の障害を与えるものを浮遊粒子状物質

（ＳＰＭ）といい、環境基準が設定されています。その発生源は、

工場等の産業活動によるものだけでなく、自動車の排気ガス（デ

ィーゼル排気微粒子（ＤＥＰ））やタイヤの巻上げによる土砂や風

による土壌粒子の舞い上がり等の自然現象によるものも含まれ

ます。 

 

フロン 

フロンは、炭化水素に塩素、フッ素が結合した化合物の総称で、

クロロフルオロカーボンの呼称です。 

フロンは、他の物質と反応せず、ほとんど無害であることから、

冷蔵庫やエアコンの冷媒、電子回路などの精密部品の洗浄剤、

スプレー等の噴射剤などとして広く使われてきました。また、化学

的に安定した物質であるため、大気中に放出されるとそのまま成

層圏に達し、そこで太陽からの強い紫外線によって分解され、塩

素などを生じ、これがオゾン層を破壊する原因となります。オゾン

層が破壊されることにより地上に達する紫外線の量が増え、皮

膚がんが増加するなどの被害をもたらすため、ＣＦＣ－11 などの

特定フロンについては、1995 年末にその製造・消費を全廃する

国際的合意がなされました。 

 

粉じん 

物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、

又は飛散する物質のことをいいます。 

 

ベンゼン 

無色の液体で特有の臭いがあり、揮発性で引火性が強く、水

に難溶です。溶剤、洗浄剤、抽出剤、石油精製、アルコール変性

剤、燃料などに使用されています。また、自動車用ガソリン中に

も存在しています(５％以下)。人体に対する影響については、急

性症状としての麻酔作用、慢性症状としての造血器官の破壊と

発がん性などが知られています。 

 

ま 
 

μ g（マイクログラム）、ｎg（ナノグラム）、pg（ピコグラム） 

物質の重さを示す単位で、1μ gは「100万分の１g」、1ｎgは「10

億分の１g」、1pg は「１兆分の１g」となります。 

 

や 
 

有害大気汚染物質 

低濃度であっても長期的な摂取により健康への影響が生ずる

おそれのある物質のことをいい、該当する可能性のある物質とし

て現在 248 種類がリストアップされており、このうち 23 物質が特

に優先的に対策に取り組むべき物質（優先取組物質）として選定

されています。 

  

要監視項目 

水質汚濁に関し、直ちに環境基準項目とせず、全国の検出状

況について集積を行うのが望ましいとされた項目で、現在 26 項

目（公共用水域）が選定されています。今後、検出状況などによ

り環境基準健康項目への移行が検討されています。 

 

要請限度 

騒音規制法や振動規制法に基づき定められた自動車騒音や

道路交通振動の限度を要請限度といいます。 

 

ら 
 

レアメタル 

一般的に、地球上の存在量が稀であるか、技術的・経済的理

由で抽出困難である鉱種等を指します。 

 

レッドリスト（レッドデータブック） 

絶滅のおそれのある野生生物の種のリストをレッドリストとい

い、そのリストに掲載された種の生息・生育状況を取りまとめたも

のをレッドデータブックといいます。危険信号を意味する赤い表

紙からその名があり、環境庁（現環境省）が平成３年(1991 年)に

初めて日本版レッドデータブックを公表し、その後、多くの地方版

が作成されました。 
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